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令和５年９月 松本市農業委員会 定例総会 議事録 

 

１ 日  時    令和５年９月２９日（金）午後１時３０分から午後４時３０分 

 

２ 場  所    大会議室 

 

３ 出席農業委員  ２２人 １番 小林 康基     ２番 中條 幸雄 

              ３番 柳澤 一向     ４番 武井 茂善 

              ５番 中川  敦     ６番 久保 節夫 

              ７番 太田 辰男     ８番 河西 穂高 

              ９番 丸山 茂実    １０番 矢嶋 壽司 

             １１番 窪田 英明    １２番 塩原 秀俊 

             １３番 田中 悦郎    １４番 細江 弘光 

             １５番 塩原 俊昭    １６番 河野  徹 

             １７番 濵   博    １８番 齋藤 勝幸 

             ２１番 塩原  至    ２２番 三村 晴夫 

             ２５番 林  昌美    ２６番 瀧澤 和子 

 

４ 欠席農業委員  ４人 １９番 橋本 実嗣    ２０番 倉科 孝明 

             ２３番 二村 喜子    ２４番 上條信太郎 

 

５ 出席推進委員  ６人 推２番 中野 千尋    推３番 大澤 好市 

             推５番 松田 和久   推１０番 中平  茂 

            推１１番 田中 孝人   推１５番 長崎 作夫 

 

６ 議  事（農地に関する事項） 

 (1) 議  案 

   ア 農用地利用集積計画の決定の件……………………（議案第１１９号～第１２１号） 

   イ 農地法第３条の規定による許可申請許可の件……（議案第１２２号～第１２７号） 

   ウ 農地法第４条の規定による許可申請承認の件……………………（議案第１２８号） 

   エ 農地法第５条の規定による許可申請承認の件……（議案第１２９号～第１３２号） 

   オ 引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認の件 

                         ……（議案第１３３号～第１３５号） 

 (2) 報告事項 

   ア 農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の件 

   イ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の件 

   ウ 農地法第４条の規定による届出の件 

   エ 農地法第５条の規定による届出の件 

 

７ 議  事（その他農業委員会業務に関する事項） 

 (1) 議  案 

    令和５年度松本市農業施策に関する意見書の決定について………（議案第１３６号） 
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 (2) 協議事項 

   ア （仮称）松本市の豊かな環境を守り適正な太陽光発電事業を推進する条例の骨子 

    （案）について 

   イ 令和５年度松塩筑安曇農業委員会協議会農業功績者等表彰候補者の推薦について 

   ウ １０月を活動強化月間として取り組む新規就農者声掛け運動について 

 (3) 報告事項 

   ア 令和５年度第２回松本市における農業経営改善計画の審査結果について 

   イ 令和５年度第２回青年等就農計画の審査結果について 

   ウ 主要会務報告並びに当面の予定について 

 

８ その他 

 (1) 地域計画と全国農業新聞の購読について 

 (2) 活動記録簿のタブレット入力について 

 

９ 出席職員 農業委員会事務局    局  長  村山 育朗 

          〃        局長補佐  川村 昌寛 

          〃        局長補佐  中野 由佳 

          〃        係  長  草田 崇博 

          〃        主  任  麻生 沙絵 

          〃        主  事  増澤 千尋 

          〃        主  事  加藤 悠希 

       環境・地域エネルギー課 課  長  鈴木 博史 

       農 政 課       主  任  小原  悟 

          〃        主  事  田村 孝平 

          〃        主  事  城生 涼風 

       長野県農業会議 農政・農地部 

                   部  長  小林 佳昭 

          〃    総務・情報部 

                   部長代理  山際 義人 

 

10 会議の成立   農業委員会等に関する法律第２７条第３項により成立 

 

11 会長あいさつ  田中会長 

 

12 議長就任    松本市農業委員会総会会議規則第３条により田中会長が議長に就任 

 

13 議事録署名委員の指名及び書記の任命 

          〔議事録署名委員〕  ３番 柳澤 一向 委員 

                     ４番 武井 茂善 委員 

          〔書記〕川村局長補佐、草田係長 

 

14 会議の概要 
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議  長     それでは、次第に沿って、まず農地に関する事項から議事を進めてまいり

ます。 

         初めに、議案第１１９号 農用地利用集積計画の決定の件についてを上程

いたします。 

         別冊の総会資料をお手元にご用意ください。 

         農政課から説明をお願いいたします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 農政課の城生です。よろしくお願いします。 

         今回特記事項はありませんので、議案の説明に入ります。 

         着座にて失礼いたします。 

         別冊資料１ページ目をご覧ください。 

         ５－（１）－ア、農用地利用集積計画の決定の件、議案第１１９号です。 

         合計のみ申し上げますので、６ページ目をご覧ください。 

         合計、一般、筆数３３筆、貸付け１４人、借入れ８人、面積２万６，５３

５平米。 

         所有権の移転、筆数６筆、貸付け２人、借入れ４人、面積９，８１５平米。 

         農地中間管理権の設定（一括方式機構集積関係）、筆数５３筆、貸付け３

３人、借入れ１人、面積９万３，３５３平米。 

         農地中間管理権の設定（一括方式機構配分関係）、筆数５０筆、貸付け１

人、借入れ１５人、面積８万９，８４４平米。 

         合計、筆数１４２筆、貸付け５０人、借入れ２８人、面積２１万９，５４

７平米。 

         当月の利用権設定全体のうち認定農業者への集積は、筆数３９筆、面積６

万８，９４９平米、集積率は５９．２５％。 

         議案第１１９号は以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいまの説明に対しまして農業委員、推進委員の皆様から質問、ご意見

等ありましたら、お出しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         以降、議案の採決においては、農業委員を対象に伺います。 

         議案第１１９号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 
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草田係長     議長、いいでしょうか。 

 

議  長     はい。じゃ、草田係長。 

 

草田係長     農業委員会事務局の草田です。 

         先月、８月の総会において、○○○○についての安曇野市の状況について

の意見がありましたので、私の方で確認した内容について、皆さんにお伝

えしたいと思います。 

         安曇野市の経営地ですけれども、筆数が７０２筆、経営面積は７８万３８

４平米で、それに対して松本市は９５６筆で、１０８万７，０１１平米と

いう状況です。 

         安曇野市農業委員会事務局の方に確認したんですが、これまでに山際の遊

休農地を耕作してもらっているけれども、借りっ放しで、耕作をしていな

いという話は今のところ聞いてはいないということだそうです。 

         先月の総会では、障害者の方も雇用してというお話ありましたが、○○○

○の関連施設で○○○○がありまして、それは就労継続支援Ａ型事業所と

いう区分で、障害者と雇用契約を結んで、就労をしてもらっているという

状況だそうです。その○○○○には、松本市の障害者の方も通って、契約

をしているということだそうです。 

         以前、松本市だとか安曇野市ですが、遊休荒廃農地を再生するために補助

金を利用していた経過があります。松本市のものでは、平成２７年度以降

は申請がありません。安曇野市については、令和２年度以降の解消につい

ては申請がないという状況だそうです。 

         安曇野市の農政課の方に確認したんですが、安曇野市の遊休農地の耕作状

況ですが、田沢駅の裏側の中山間地域の地区から依頼があって、耕作を始

めていると。高齢化が進んでいて、農機具を運び込むことが難しくて、鹿

の害で耕作できていなかった農地の７割ぐらいを○○○○が耕作してくれ

ていて、撤退されると困る状況になっているという状況だそうです。 

         ○○○○の○○社長に今後の方向性について確認しましたところ、現在、

四賀の中山間地域耕作しているが、引き続き機械が入れれば継続して耕作

していくつもりだということです。 

         遊休荒廃農地再生の取組については、農業用機械が入れるのか、その農地

までの移動距離、あと地域の方の理解などを総合的に考えて、引き受けて

いくのかどうかを検討していきたいということです。 

         遊休荒廃農地では、鹿などの鳥獣害やあぜ草の管理などがあり、手が回ら

ない現状があるということです。農地を引き受けるからには、経営的なこ

とも考え、継続して経営できるのか、地域の方々の理解などを総合的に考

えて、引き受けていくのかを検討していきたいということでした。 

         現在の経営地は、松本市と安曇野市のみで、作物はソバが主で、ほかには

米、麦、大豆、野菜ではジュース用のトマト、タマネギ、野沢菜を栽培し

ているそうです。 
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         これからも必要があれば、安曇野市等と情報を共有して、情報提供してい

きたいと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ご苦労さまです。 

         三村委員、いいですか。 

 

三村農業委員   はい。 

 

議  長     引き続き。 

         ここにも、そういう、別に○○○○、頑張ってやっているという理解でよ

ろしいんですか。 

 

久保農業委員   ○○さんに社長代わってから、２度ほどお会いして、四賀の場合の話を聞

いていますけれども、大変ご苦労なさっているということを実感しており

ます。 

         今の話プラス牧草を作っています。それで採算合うかどうかちょっと分か

りませんが、いろいろこれからもお願いしたいということで話をしていま

した。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         そういう現状ですので、よろしくご理解をお願いします。 

         続きまして、議案第１２０号 農用地利用集積計画の決定の件について上

程いたしますが、本件は委員に関係する案件でありますので、農業委員会

法第３１条、議事参与の制限の規定により、太田委員には退室をお願いい

たします。 

 

（太田農業委員 退席） 

 

議  長     農政課から説明をお願いいたします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 続きまして、議案第１２０号です。 

         合計のみ申し上げます。 

         合計、筆数１筆、貸付け１人、借入れ１人、面積１，７０６平米。 

         上記利用権設定のうち認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第１２０号は以上です。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         ただいまの説明に対しまして委員の皆様から質問、意見等ありましたら、

お出しをお願いいたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第１２０号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         太田委員の入室をお願いいたします。 

 

（太田農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第１２１号 農用地利用集積計画の決定の件について上

程いたしますが、本件も委員に関係する案件でありますので、濵委員には

退室をお願いいたします。 

 

（濵農業委員 退席） 

 

議  長     それでは、農政課から説明をお願いいたします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 続きまして、議案第１２１号です。 

         合計のみ申し上げます。 

         合計、筆数１筆、貸付け１人、借入れ１人、面積１，８０３平米。 

         上記利用権設定のうち認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第１２１号は以上です。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして委員の皆様から質問、意見等ありましたら、

お出しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第１２１号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 
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         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         濵委員の入室をお願いいたします。 

 

（濵農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第１２２号から１２７号 農地法第３条の規定による許

可申請許可の件、６件について上程いたします。 

         事務局から一括説明をお願いいたします。 

         麻生主任。 

 

麻生主任     それでは、総会資料１ページをご覧ください。 

         農地法第３条の規定による許可申請について説明いたします。 

         議案第１２２号は、農業保全のため、所有権を移転するものです。 

         議案第１２３号は、隣接農地と一体利用するため、所有権を移転するもの

です。 

         議案第１２４号は、新規就農のため、所有権を移転するものです。参考資

料として、新規就農者、○○○さんの資料を２ページに掲載しております。 

         議案第１２５号は、新規就農のため、所有権を移転するものです。こちら

も参考資料として、新規就農者、○○○○○さんの資料を２ページに掲載

しております。 

         議案第１２６号は、農業経営規模拡大のため、所有権を移転するものです。 

         議案第１２７号は、農地保全のため、所有権を移転するものです。 

         以上６件につきましては、農地法第３条第２項の各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

         ご審議お願いいたします。 

 

議  長     ご苦労さまです。 

         それでは、地元の委員のご意見を伺うわけですけれども、１２２号、河野

さん、ちょっと体調が優れないということで伺っておりますので、１２３

号、笹賀、矢嶋委員、お願いします。 

 

矢嶋農業委員   笹賀の関係につきましては、場所は下二子の二子神社のちょうど道向かい

の東側になりますけれども、今回、○○○○○さんから○○○○さんが購

入するということでありますが、この農地につきましては、３人の共有名

義になっておりまして、○○○○○さんの部分、もう既に○○○○さんが

耕作をしていたということで、現状を見てまいりましたけれども、きれい

に耕作されております。○○○○○さんは高齢ということで、この農地は

使わないということでありますので、○○○○さんが持分３分の２という

ことで、特に問題はないと考えますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         それでは、１２４号、丸山委員、お願いします。 
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丸山農業委員   １２４号ですが、譲渡人の○○さんなんですが、こちらの農地を相続しま

したけれども、現在、安曇野市の豊科のほうに住まれていて、もう７４歳

ということで、高齢のために通って耕作ができないということで、今現在

も譲受人の○○さんのほうに耕作を５年ほど頼んでいたそうです。という

ことで、○○さんは家庭菜園を中心として耕作をしてました。今後は、○

○さん自体が造園業をやっているもんですから、家庭菜園と苗木の育苗を

していきたいということで話を聞きました。農地の関係も確認しましたけ

れども、長ネギが１０メートルぐらい植えてあって、あと周りはきれいに

なっていました。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         それでは、１２５号、太田委員、お願いします。 

 

太田農業委員   ○○さんは、この農地を２年ほど前まで借りて、自分で作っていたようで

すけれども、○○さんが返してくれということで返したら、もう耕作でき

ないということで、今回改めてその土地を購入して農業をやりたいという

ことです。ほかにもちょっと家の縁側先にいろいろ作っているようですけ

れども、きれいにつくっていて、問題ないと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         １２６号、武井委員、お願いします。 

 

武井農業委員   譲渡人の○○さんですが、この農地を相続しました。しかし、遠隔地に住

んでいるため、維持管理が困難な状況でした。あとは隣接で耕作している

○○○さんに贈与で所有権を移転するものです。譲受人の○○○さんは、

両親と共にブドウ栽培に従事しておりまして、入山辺でも主要農家の１つ

でございます。さらに規模拡大をするということでございますので、農地

保全の観点からも、何ら問題はないと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         １２７号、久保委員、お願いします。 

 

久保農業委員   該当農地は、○○○○さんの実家の家のすぐ隣で、かつ○○さんが持って

います土地の南側に当たります。○○○○○さん、旧姓○○○さんですが、

○○さんの実家が○○さんの家の２つ隣ということで、私の記憶では、も

う１０何年来ずっと○○さんが野菜を作っております。○○さんの実家は

何年も空き家です。ですので、これは農地保全のためにベストチョイスだ

と思いますので、よろしくお願いします。 
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議  長     ありがとうございました。 

         続きまして、全体を通じまして、推進委員の皆様も含めましてご意見、ご

質問等ありましたら、お出しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、農地法第３条の規定による案件、６件につい

て、一括して集約いたします。 

         農業委員の方に伺いますが、議案第１２２号から１２７号について、原案

どおり許可することに賛成の委員の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり許可することと決定いたします。 

         続きまして、議案第１２８号 農地法第４条の規定による許可申請承認の

件、１件について上程いたします。 

         事務局から説明をお願いいたします。 

         加藤主事。 

 

加藤主事     農業委員会事務局、加藤と申します。 

         着座にて失礼いたします。 

         では、議案書の３ページお願いします。 

         議案第１２８号、転用目的、駐車場です。なお、令和５年８月２２日付で

農振除外済みです。 

         こちらの案件につきましては、一般基準等の各要件を満たしていると判断

しています。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     それでは、地元の委員の方からご意見を伺います。 

         矢嶋委員。 

 

矢嶋農業委員   この別添資料の１２８号、６ページ見ていただけると分かりますけれども、

場所は上二子橋、東側は流通団地ということでありますけれども、それの

西側に○○○○○○○○という建物があるんですけれども、この○○○は、

工作をやったり、いろいろな催物をやっているようでございます。最近は

１００名を超す人が来る、集まるということもあるということで、車１人

１台、２人乗って来ても５０台くらい止める必要があるということで、下

に写真が載っておりますけれども、ちょうどこれは南側から北に向かって

撮った写真で、四角で囲ってある向こう側に白い塀が見えると思いますけ

れども、そこが○○○ということで、その手前の東側は現在、駐車場とい

うことで、３０台くらい止められるスペースあるようですけれども、現状
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の中では、それでは人が集まる場合足りないということで、その東側の農

地を駐車場に変え、大体３０台くらいを止められるということで、２３台

ですか。そうすると、５３台くらいということで、ほぼ希望に沿うような

駐車場ができるということで、今回の申請に至ったようであります。周り

の農地に与える影響は、駐車場ですので、全く問題ないというふうに考え

ておりますので、協議をお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、現地を見ていただいた柳澤委員、お願いします。 

 

柳澤農業委員   ただいまの説明のとおりなんですけれども、この○○○というのは大変立

派な建物で、ふだんはここには住んでおられないようなんですけれども、

いろいろなイベントが催されて、そのときに車がたくさん集まると。ここ

の現状の駐車場だけですと、やっぱり手前の農道辺りがみんな駐車場にな

ってしまって、大変狭苦しいところになるんですけれども、ここに駐車場

を設けると、もう少したくさんの人が集まりやすい場所だと思います。そ

れから、この○○○そのものを私、初めて見たんですけれども、大変立派

な建物で、こういったものはいろいろこれから保存していく必要あるんじ

ゃないかというふうに思いまして、特に駐車場にするということでの問題

点はないと思います。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、全ての委員の皆様で何か質問、ご意見等ありましたら、お出し

をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、農地法第４条の規定による案件、１件につい

て集約いたします。 

         農業委員の方にお伺いしますが、議案第１２８号について、原案どおり承

認することに賛成の委員の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定いたします。 

         続きまして、議案第１２９号から１３２号 農地法第５条の規定による許

可申請承認の件、４件について上程いたします。 

         事務局から一括説明をお願いいたします。 

         加藤主事。 

 

加藤主事     議案書４ページをお願いいたします。 
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         議案第１２９号、転用目的、特定建築条件付土地です。 

         なお、特定建築条件付土地についてご説明させていただきます。 

         イメージとしては、建て売り住宅のようなものなんですが、条件を付して

土地造成として扱わないものとして条件つきの許可になります。条件につ

いてですが、主なものを申し上げます。転用事業者と購入者が土地の売買

契約を締結。その契約期間については、おおむね３か月以内に転用事業者

が指定する建築請負業者と建築請負契約を結ぶことが条件になっておりま

す。また、３か月以内に建築請負契約を結ばないときには、土地の売買契

約が解除されることが契約書に明記されていること。最後に、完売できな

いときには、転用事業者が建て売り住宅として販売することが条件として

ついている転用目的になっております。 

         続いて、議案第１３０号、転用目的、資材置場です。 

         議案第１３１号、転用目的、農家分家住宅です。なお、令和５年８月２２

日付で農振除外済みです。 

         続きまして、５ページです。 

         議案第１３２号、転用目的、駐車場です。 

         以上、これらの案件につきましては、内容は議案書のとおりです。また、

一般基準等の各要件を満たしていると判断しています。よろしくお願いい

たします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、地元の委員の方からご意見をお伺いします。 

         １２９号、河野委員はそういうことでありますので、事務局から。 

 

加藤主事     説明させていただきます。 

         河野委員からは問題ない旨伺っています。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         では、１３０号、新村ですので、細江委員、お願いします。 

 

細江農業委員   １３０号ですけれども、○○さんは、高校を卒業してからずっと県外のほ

うにいらして、ＮＨＫに勤めたりして、今はもう定年になっていますけれ

ども、埼玉にいらっしゃいます。それで、場所は私の住宅のすぐ近くなん

ですけれども、資材置場にしたい。○○○○で資材置場ということでした。

この場所は、地図見てもらえば分かるように、東も西も南も住宅に囲まれ

ているところなんですけれども、道路も昔の旧道で、ここは野麦街道にな

るんですけれども、旧道で狭くて、４トン車はちょっと入れない。こんな

場所に資材置場は適当なのかというあれはありますけれども、法律上問題

ないということなんで、致し方ないんじゃないかということと思います。 

 

議  長     ありがとうございました。 
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         １３１号、河西委員、お願いします。 

 

河西農業委員   農家分家住宅ですね。赤羽委員と私と現地確認しました。周辺は住宅地で

すので、特段問題ないと思います。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         それでは、１３２号、久保委員、お願いします。 

 

久保農業委員   これは親子関係で、今、県外、千葉にいますけれども、○○さん、そのう

ちに帰ってくるということに当たって、駐車場が狭いということで、やむ

を得ないかなと思います。 

 

議  長     それでは、現地を見ていただいた柳澤委員、順次お願いします。 

 

柳澤農業委員   １２９号からですけれども、当日見に行ったときには、この幾つかある筆

の中で、○○○○－○という比較的小さなところが、その隣に、多分○○

○○－○という地番になると思うんですけれども、そこを建築するために、

ショベルカーが掘り起こしているその土を運ぶためのダンプがそこの○○

○○－○のところに止まっているというふうな、本来だと畑なんですけれ

ども、そんな状況にありましたけれども、農業委員会のほうからそれにつ

いては一言注意をして、現在は一応その工事も終わって、きれいになって

いるというお話です。 

         これ、見ていただくと分かりますけれども、この写真でですね、非常に入

り組んだ土地なんですけれども、周囲は住宅ですので、特に大きな影響は

ないだろうというふうに思っています。 

         それから、順次いいですか。 

 

議  長     はい。 

 

柳澤農業委員   １３０ですけれども、ここは、先ほどお話がありましたように、ここのと

ころは○○さんは住んでおられないですね。この写真の右のほうの住宅な

んですけれども。ここのところも、こういう道路のちょうど角地になって、

特に周囲の農地に与える影響はないというふうに思っていますので、問題

ないと思います。 

         それから、１３１ですけれども、ここも行ったときには、そんなに広い場

所ではないんですが、ここのところは、特に問題はないというふうに思っ

ています。ちょうど、ちょっとこの写真の位置関係からは分からないんで

すけれども、ここのところにお孫さんと言いましたかね。お孫さんが越し

て来て、農業をやるというお話だと思うんですけれども、そのための宅地

にということになると思います。 

         それから、最後の１３２ですけれども、ここはそんなに広い土地ではなか

ったです。駐車場にすると、多分車３台か４台くらいだと思いますけれど
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も、ちょうど今、車が写っている向こうが越して来られる息子さん家族の

住宅になるんでしょうかね。引っ越しの最中でした。ここのところも駐車

場にして、特に周囲に対する影響はないというふうに判断しました。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         事務局、あれですかね。１２９の事前に重機が入ったというのは、お願い

します。 

 

加藤主事     柳澤委員にご発言いただいた重機が入っていたという件ですが、まず皆さ

んのお手元にちょっと図面等ないので、少し伝わりづらいところもあると

思うんですが、今回の申請地で農地として申請を受けているのは計７筆な

んですが、ここの一帯で、もともと地目がもう宅地だったものとか、雑種

地だったものも含まれております。重機については、基本的にその宅地部

分に止めておられたんですが、少しはみ出ている、農地部分に少しはみ出

ていたということと、多分、便利なようにじゃないですけれども、資材を

置いていたような状況が見られました。ですので、その現地確認の当日中

に私のほうから申請の代理人に連絡しまして、農地は許可が出るまでは農

地として利用していただくということが大前提である旨伝えたところ、そ

の代理人から業者に指導をいただいて、そのような状況は解消されていま

す。それも写真で確認したので、問題ないと考えています。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかの委員の方でこのそれぞれの案件について質問、意見等ありましたら、

お出しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、農地法第５条の規定による案件、４件につい

て、一括して集約いたします。 

         農業委員の方に伺いますが、議案第１２９号から１３２号について、原案

どおり承認することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定いたします。 

         続きまして、議案第１３３号から１３５号 引き続き農業経営を行ってい

る旨の証明願承認の件、３件について上程いたします。 

         事務局から一括説明をお願いいたします。 

         麻生主任。 
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麻生主任     では、次に総会資料６ページをご覧ください。 

         引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認について説明いたします。 

         議案第１３３番、並柳３丁目にお住まいの○○○○さんが承認を受けるも

のです。 

         議案第１３４号、平田東１丁目にお住まいの○○○○さんが承認を受ける

ものです。 

         議案第１３５号、惣社にお住まいの○○○○さんが承認を受けるものです。 

         以上、ご審議をお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、地元の委員からご意見を伺うわけですけれども、１３３と１３

５、小林委員、一緒にお願いします。 

 

小林農業委員   １３３号の並柳、○○○○さんですが、つい最近、確認をしてまいりまし

た。自宅前の畑ということで、４筆でしたけれども、７４０平米でござい

ました。先ほど言ったように、自宅前ということで、畑ということもあり

まして、ハウスやら畑がきちっと整備されておりまして、サツマイモ等、

あるいは冬の野菜を、白菜等がきれいに作業されて、育っていたというこ

とで、手が届いているという解釈をしてまいりまして、問題ないと思って

おります。 

         次に、１３５号の惣社の○○さんですが、これまた自宅前の田んぼと畑と

いうことでありまして、ちょうど水田の脱穀作業が行われている最中でご

ざいました。これまた自宅前ということで、整備がされており、畑につい

ては、夏野菜をきれいに栽培されていたということで、これまた問題ない

という解釈をしてまいりました。 

         以上でございます。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、１３４、河西委員、お願いします。 

 

河西農業委員   田んぼと、あと育苗用のハウスでした。営農が行われていることを確認し

てきました。 

 

議  長     それでは、委員の皆様から質問、意見等ありましたら、お出しをお願いい

たします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、引き続き農業経営を行っている旨の証明願承

認の件、３件について、一括して集約いたします。 

         農業委員の皆様に伺いますが、議案第１３３号から１３５号について、原

案どおり承認することに賛成の委員の方の挙手をお願いいたします。 
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［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定いたします。 

         続きまして、農地に関する事項の報告事項に入ります。 

         事務局から報告事項のアからエついて一括説明をお願いいたします。 

         麻生主任。 

 

麻生主任     それでは、報告事項のアからエについて説明いたします。 

         これらにつきましては、書類等完備しておりましたので、事務局長の専決

により処理いたしました。 

         総会資料８ページからご覧ください。 

         ８ページから９ページ、農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知

の件、１５件、１１０ページから１１ページ、農地法第３条の３第１項の

規定による届出の件、１７件、１２ページ、農地法第４条の規定による届

出の件、５件、１３ページから１４ページ、農地法第５条の規定による届

出の件、１０件。 

         以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ただいまの報告につきまして、委員の皆様から質問、意見等ありましたら、

お出しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、これら報告事項につきましては、事務局説明

のとおりご承知おきをお願いいたします。 

         農地に関する議事が終了いたしましたので、ここで暫時休憩といたします。 

         ２５分、あと１０分休憩といたしますので、お願いいたします。 

 

（休  憩） 

 

議  長     総会を再開いたします。 

         休憩前に続きまして、その他農業委員会業務に関する事項から議事を進め

てまいります。 

         議案第１３６号 令和５年度松本市農業施策に関する意見書の決定につい

てを議題といたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         草田係長。 

 

草田係長     お願いします。 

         １５ページになります。 
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         要旨ですが、農業委員会等に関する法律第３８条の規定に基づく本年度松

本市農業施策に関する意見書を決定するものです。 

         経過につきましては、先月の総会でご説明したとおりです。 

         意見書の案については、先月の総会でいただいた意見を基に修正し、９月

１４日に全委員に修正案を送付しました。そこでいただいた意見を基に、

さらに修正したものを次のページから掲載させていただいております。 

         今後の予定ですが、１０月４日の１６時、午後４時半から午後５時に市長

に意見書を提出する予定です。役員対応ということで、会長、代理、河野

農業振興委員長と中川情報・研修委員長に対応していただきます。 

         １０月３１日、来月の定例総会で、懇談会の進行方法について協議してい

ただく予定です。市の考え方、取組等の事前提供につきましては、今年度

も提供はない予定ですので、懇談会の当日に回答が示されますので、お願

いいたします。 

         １１月１０日、市長懇談会が午後３時から５時に予定しています。活発な

意見交換ができるように、皆様もご準備をお願いします。また、懇談会終

了後に懇親会も予定していますので、皆様には出席していただきますよう

よろしくお願いします。 

         それでは、８月総会時からの主な変更点について説明させていただきます。 

         項目１、現状・課題についてですが、熱波による農作物被害について、農

政課に確認しましたが、現時点で具体的な被害等の報告はないと回答あり

ましたので、「記録的な連日の猛暑や」を追加しました。 

         意見１の内容ですが、「温暖化の現状や課題を市と共有し、施策の検討、

提案するため、科学的な事実に基づく講演会の開催を要望します」としま

したが、「科学的な観点から学べるように機会を設け、農家が抱ええる課

題等を共有した上で、温暖化に対応する取組について検討することが必要

だと考えます」と変更しました。 

         これに伴い、意見１のタイトルを「専門的で科学的な事実に基づく講演会

の開催」から「温暖化による気候変動と農作物に与える影響への対応につ

いて」と変更しました。 

         意見２についてですけれども、次世代の農業経営の研究についてですが、

１行目ですが、「リンゴ・ブドウに続く第三の作物」についてですが、そ

ちらを「新たな特産となる作物」と変更しました。 

         また、ヘーゼルナッツに特定した研究の提言ではなく、温暖化によって栽

培できるようになる農作物も視野に入れ、松本の特産品となる作物の調

査・研究を検討すること。ヘーゼルナッツはその一例となるような内容に

修正をしました。 

         また、ヘーゼルナッツの優位性、適地性により、遊休農地解消につながる

可能性があることから、「土壌を選ばないことや特別な手間もかけずに栽

培できるとも言われていることから耕作放棄地を活用した栽培も検討され

ている」と追記しました。 

         項目２についてですけれども、みどりの食料システム戦略の箇所について

ですが、６行目、第２段落の部分なんですけれども、下水汚泥の資源化の
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ための提案となるように文章の順番を一部変更した点と、健康被害の懸念

について、汚泥肥料の健康被害について、肥料としての有効性と安全性の

評価を十分に行っていただくように追記しました。 

         懇談会当日は、意見交換の中で、さらに踏み込んだお考えや内容について

発言していただき、議論を深めていただきたいと思います。 

         説明については以上です。よろしくお願いします。 

 

議  長     ご苦労さまです。 

         続きまして、農業振興委員会のほうから一言お願いします。 

         じゃ、中條委員。 

 

中條農業振興副委員長 河野委員不在ということで、副委員長の中條が一言御礼申し上げます。 

         ４月から、意見書何にするかということで、皆さんにいろいろな提案して

もらいました。何回も議論を重ねまして、今、草田係長がまとめていただ

いた意見書（案）にまとめることができました。何回もいろいろな提案し

ていただいて、大変ありがとうございました。 

         至らぬ点がたくさんあったかと思いますが、これで案として決定していき

たいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

         以上です。 

 

議  長     ご苦労さまでした。 

         それでは、前回の定例総会でも皆さんに検討していただいたその後、意見

もそれぞれいただいた中でのそこの内容をここに含み込んで文言化したの

がこの意見書になると思います。 

         また、基本的には、これをたたき台として、当日それぞれ、係長も申し上

げたとおり、腹蔵のない意見を申し上げ、また、これ、周りにあるそれぞ

れの松本市農業の課題、問題等もそこで出していただいて、我々の思うと

ころを市の内容についても分かっていただいて、前へ進めてもらうのがこ

の意見書の趣旨でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

         それでは、皆さんのほうから意見、ご質問等ありましたら、お願いしたい

と思います。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     よろしいですかね。 

         それでは、全ての委員の皆さんにお伺いします。この内容でよろしいとい

う方は挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、こういった形の中で進んでいきたいと思いますので、
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何とぞよろしくご理解とご協力をお願いします。 

         次に、協議事項に移ります。 

         アの（仮称）松本市の豊かな環境を守り適正な太陽光発電事業を推進する

条例の骨子（案）についてを議題といたします。 

         環境・地域エネルギー課の説明をお願いします。 

         鈴木課長。 

 

鈴木（環境・地域エネルギー課）課長 環境エネルギー部の環境・地域エネルギー課の課長を

しております鈴木博史と申します。よろしくお願いいたします。 

         本日、このタイトルにありますように、（仮称）松本市豊かな環境を守り

適正な太陽光発電を推進する条例骨子（案）について、これについて協議

をさせていただきたいと思います。 

         この内容につきましては、新聞等でも一部報道あったとおりとなっており

ますが、長野県でも同じような形で、今、９月定例会のほうに、議会のほ

うに上程されている条例がございます。それに沿った形、それと並行して、

松本市は松本市で条例をつくるという内容のものでございます。 

         １の趣旨でございます。 

         まず、昨年度、私どものほうで松本市ゼロカーボン実現条例というものを

つくりました。これは２０５０年に向けて、ゼロカーボンを達成していき

ましょうという推進のほうなんですけれども、その１１条に、そうはいっ

ても適正に導入しなければいけませんねと。それには必要な措置を講じま

すということが１１条で書かれています。それに基づく条例というものに

なります。 

         こうした条例案、骨子案についてまとまったものですから、協議させてい

ただくものでございます。 

         ２番の経過ですが、ずっと書いてありますけれども、一番下、９月１５日

でございます。市議会の建設環境委員協議会において、この骨子案につい

て協議をさせていただきました。それを受けて、９月１９日、週明けです

けれども、これよりパブリックコメントを実施している状況でございます。 

         ３番の骨子案の概要でございますが、別紙１、横長の資料をご覧いただけ

ますでしょうか。一番上に、（仮称）、タイトル、ざっと条例の長いタイ

トルを書いてあるものでございます。これに沿って説明をさせていただき

ます。 

         １番の目的でございますが、一番最後のところ、自然環境及び生活環境の

保全を図りながら、適正導入を促す、これが一番でございます。そのため

に、太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関することを定めるというも

のでございます。 

         ２の対象施設でございますが、発電出力１０キロワット以上の太陽光、地

上設置型、いわゆる野立ての太陽光になります。米印でその下に書いてあ

りますが、建物の屋根の上、壁面、あと標識の上、そういったところにつ

けるものに関しては除くとしておりまして、自家消費を目的としたような

太陽光については、逆に推進をする立場から、対象外としているものでご
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ざいます。 

         ③の禁止区域です。 

         ずらずらっといっぱい書いてあります。新聞報道等でもいろいろ書かれて

おるとおりでございますが、農業委員会のほうで関連するところが、一番

下の行の真ん中、「農用地区域（営農型太陽光は除く。）」、この部分に

あろうかというふうに思っております。 

         ④手続になります。 

         これにつきましては、２度申請をしていただくという制度になってござい

ます。事前申請、まず最初に事前申請をしていただきまして、ここで地域

の皆様に周知を図ったり、県のほうとも情報共有いたします。その後、住

民説明をしていただきまして、その内容を踏まえて設置申請を再度してい

ただき、そこで市が許可をすると。許可の基準は、そこに書いてある１か

ら５のとおりのところを勘案しながら、許可を出すということでございま

す。通常ですと、ここで許可を出すというで終わるんですけれども、その

後、当然着手・完了まで面倒を見るほか、その後、設置後、定期報告を毎

年していただくということ、また廃止届についても、きちんと出していた

だくと。最後まで面倒を見るという条例になってございます。 

         ⑤です。一番下になりますが、実効性の確保としては、１から５までを条

例の中に盛り込むことを想定しております。１は許可の取消し、２は報告

徴収及び立入検査、３から５ですね、勧告、命令、公表、ここまでやりた

いというふうに考えております。 

         県の条例ですと、この後、罰則が来るんですが、松本市の場合、罰則は設

けないということを想定しております。 

         裏面へ行っていただきまして、県条例との比較といいますか、県条例を見

ながら市の条例を説明していきたいと思います。 

         左側が県条例です。県条例は、基本届出制になっております。届出制の中

で、どうしても抑制をしていきたい区域を定めておりまして、できれば、

原則設置できない区域というのをＥと書いてありますけれども、許可の中

で、厳しく見ながら、できるだけ設置させないようにするというのが県の

許可制のところになります。 

         それよりちょっと緩い環境保全策を検討してほしいというところについて、

届出のＣの欄、この２段階で抑制を図っていこうというのが県の条例にな

ります。 

         それとは別に、Ｃが右側になるんですけれども、見て分かるとおり、かな

りきつくなっておりまして、基本、全件許可制になります。全ての案件に

ついては、市が許可をすると。許可しなければ設置できないということに

なります。 

         さらに、Ｆのところに設置できない区域というものを設けて、この区域は

設置できませんというような形で進めていきたいというふうに考えており

ます。 

         これをちょっと整理しますと、ポイント１、ポイント２、ポイント３とい

うふうに下に書いてありますけれども、こういうような形で整理できるの
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かなというふうに思っております。 

         ポイント１としましては、県の条例よりも規制の度合いが強くなっていま

す。同等もしくは強くするようにしてあります。そうすることによりまし

て、事業者さんが市にも手続をして、県にも手続をするという二重の手続

をしなくて済むような、全て市の手続をすれば、全て県の手続もしたこと

になりますので、そういう形で、事業者さんから見ると、何か所も申請し

なくても済むようにしたい。するということになっております。 

         ポイント２のところですが、促進の部分をうたう形で、促進を図っていき

たいなというふうに思っております。特に、やはり上位の条例であります

ゼロカーボンの実現条例、これに基づく条例であるということなんで、許

可といいましても、やめさせるための許可ではなくて、きちっと面倒を見

て、その後もちゃんと定期報告を受けながら、一緒になってトラブルを防

いでいく、そういうタイプの条例にしていきたいということでございます。 

         ポイント３の規制の部分ですけれども、ここに書いてある２点のとおり、

禁止区域を設けること、全件許可制をすることによって、ある程度の効果

はあるだろうというふうに思っております。 

         最初の資料にお戻りいただきまして、４番の骨子案につきましては、この

まま条例になるだろうなというものを大体整理しているものでございます。

骨子案ですので、かなり変わってくることになるかなと思いますが、こう

いうことを考えておるということで、見ておいていただければと思います。 

         最後に５番ですが、今後の進め方でございます。 

         今日のこの会議の中で出ていた点も含めまして、パブリックコメント等、

その他もろもろの会議でこういうことをさせていただいております。こう

いった意見を踏まえまして、今年１２月の定例会、市議会の定例会に条例

案を提出していければいいかなというふうに考えております。 

         説明は以上になります。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま環境・地域エネルギー課から説明がありました。 

         これより質疑を行います。 

         発言のある委員の方は挙手をお願いいたします。 

         大澤委員。 

 

大澤推進委員   四賀地区の大澤と申しますが、太陽光発電設置の手続のときに住民説明と

いうのがあるんですが、これの説明会のときに、大多数の者が反対した場

合、市はそれをどういうふうに取り上げていただくわけですか。大多数の

住民が反対した場合は、市は、業者に対して設置できませんということを

言えるんですか。 

 

議  長     じゃ、鈴木課長、お願いします。 

 

鈴木（環境・地域エネルギー課）課長 まさにそこが肝になるところだと思っています。 
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         今回、ちょっと説明省いてしまいましたが、今回、住民説明に関しては義

務というふうにさせていただいておりますが、地元合意であるとか、あと

は同意、こういったものは求めないというふうにしています。しかしなが

ら、最後、２回目の許可申請のところ、当然この地元説明で反対が起きて

いる場合、そういった場合は、基本的には許可をしない方向で進めたいと

いうふうに考えております。 

         ただ、やみくもに住民説明の中で反対運動が起きているというのも、やっ

ぱりよくない話で、やはりゼロカーボンというのは皆さんで進めていかな

きゃいけないということもありますので、できるだけ地元といろいろと入

りながら、本当に駄目なのかどうか、そういったところも踏まえて見なが

ら、許可を出していきたいというふうに考えているところです。 

 

大澤推進委員   お分かりと思うんですが、富士見町でもって大型の太陽光発電所、住民と

の間で、業者、それから行政も入ってすったもんだして、結局業者が撤退

したんですが、住民にもいろいろな負担がかかるんですよ、いわゆる市の

ほうの腰がしっかりしないとですね。 

         ですから、住民の方、もう大多数が反対と言った場合は、市はもうその意

向を確実に酌み上げて、住民側に立って、業者のほうを説得するなり、不

許可にしていただくようにお願いしたいと思います。 

         以上です。 

 

議  長     鈴木課長、いいですか。 

 

鈴木（環境・地域エネルギー課）課長 ありがとうございました。 

         今回、四賀のほうでとある業者さんがいろいろやってしまって、それが新

聞記事にも出ていましたけれども、私どもも、それも並行しながら作業を

進めてまいりました。都市計画課と一緒になってやってきたつもりでござ

います。 

         そういう意味で、できるだけああいうような事件が連鎖しないような形、

多くならないような形で進めていきたい。この条例の目的は、やはり太陽

光発電が地元にもちゃんと許容されながら、ずっと使われていくことのほ

うが大事であって、やみくもに業者がぽんと造ってしまうということを防

ぐためのものですので、できるだけ地元の方々と一緒になってやっていき

たいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     よろしいですかね。 

         許可は要件ではないが、反対が多い地区には、市の条例として許可しない

ということですね。 

         では、ほかに。 

         じゃ、柳澤委員。 

 

柳澤農業委員   柳澤ですが、今回の太陽光発電事業ということでの説明は、ゼロカーボン
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を進めていく上で、ある意味では必要な施策だろうとは思います。 

         ただ、ここに松本市の豊かな環境を守り、これ、全然今回の提案と関係な

いんですけれども、松本市の豊かな環境を守りという意味では、松本市、

三ガク都と言っているでしょう。山がありますよね。ですから、そういう

意味で、エネルギーを地産地消というか、地元でつくり出すという意味で

は、小型の水力発電とか、そういう山岳地帯を利用した。そういう検討と

言うのは、何か実際にはなされているんですか。あるいは、全く検討され

てないんでしょうか。 

 

議  長     じゃ、課長。 

 

鈴木（環境・地域エネルギー課）課長 小水力発電につきましては、今、乗鞍地域のほうで脱

炭素先行地域というものの国の指定を受けまして、６００キロワット程度

の規模、事業費ベースでいきますと、１１億円から１２億円ぐらいの事業

になりますけれども、それを今、進めているところです。 

         なかなか小水力発電であるとか、そういった太陽光以外の発電事業という

のは、事業性のある場所というのがそれほど多くあるわけではありません

し、そこの地域の方々の理解がなければ絶対できないものですので、今回

たまたま乗鞍のほうで、そういう地元の理解も得ながら、地元の方々と一

緒に進める事業ということでやることができるということでございます。

こういった事例、ほかにももし案件がございましたら、やれればいいかな。 

         特に、農業委員会、農業関係でいきますと、農業施設の中でも、水利のあ

るような、農業用水のあるようなもの、そういったもの、梓川の右岸です

かね。あの河川のところでもやられているかと思いますが、そういったも

の、まだまだ可能性はあるところはあるかと思います。そういったものに

ついて、もしご関心がある、こういうことをやってみたいということがあ

れば、ぜひ私どものほうで支援をさせていただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 

議  長     そういうことですので、我々農業者の立場でも、これに類することが何か

あったら、またそれぞれ提案していただいて、検討していただくというこ

とだと思います。 

         ほかに。 

         久保委員。 

 

久保農業委員   一般論でいいですけれども、太陽光のあれが始まってから、大体もう１０

年以上過ぎていますかね、最初の話から。概算でいいです。というのは、

昨今、先走って言いますけれども、２０年とか何かで、いわゆる終わった

ときの処理の問題というのがよく新聞に出ていますよね。そういう２０年

後の何かということも踏まえて、非公式でいいですから、国とか県とかも

みんな、法律的な問題出てくると思うんですけれども、それなりに検討し

ていますか。非公式でいいです。 
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議  長     難しいね、これ。 

         じゃ、課長、お願いします。 

 

鈴木（環境・地域エネルギー課）課長 処分の問題というのは、非常に皆さん、ナーバスにな

っていらっしゃるかと思います。これにつきましては、今、技術的には大

体カバーができていて、これからリサイクルというものが県内でもできる

ようになるように動きを進めているというふうに話は聞いてございます。 

         まだ具体的にこうということにはなっておりませんが、そろそろいわゆる

卒ＦＩＴと言って、固定価格買取り制度が終わる時限になってくるかと思

います。ただ、通常、パネルはですね、１５年とか２０年よりももつんで

すね。やっぱり２０年以上もつものもあります。どっちかというと、パワ

ーコンディショナーというか、そちらの機器のほうが早く壊れてしまうん

ですけれども、そういったものが、パネルのほうが壊れ始めるのがもうそ

ろそろ出始める頃にはなるかと思いますので、これまでには県内でもちゃ

んと処理ができるような体制を取るような形で、内々には進めていくとい

うことではございます。 

         もう技術的にはある程度確立がされております。 

 

久保農業委員   ありがとうございます。 

         それから、もう一つ追加で。 

 

議  長     お願いいたします。 

 

久保農業委員   四賀地区の場合、いわゆる耕作放棄地が多いもんですから、メールで、い

わゆる郵便物メールで各戸に直接来るわけですね、売ってくれという話が。

現物も見ましたけれども。業者は許可制とは関係ないかどうか、ちょっと

私、分かりませんけれども、そういうのがいっぱい来ておるというのは何

十人から聞いております。特に、四賀の場合は、皆さんこの間来て分かる

ように、ほとんど山ですので、多いんです。しかも、耕作放棄地を、農地

を持っている方のところにもどんどん来ています。農業委員の立場として、

先ほど大澤さんがおっしゃったように、いろいろなことを相談受ける場合

があるんですけれども、取りあえず私としては、許可しないから駄目だよ

という言い方をしておりますが、何か具体的に何かやっていますか。そう

いう宣伝業者とかいろいろな意味で。 

 

議  長     セールスと条例の関係ですか。 

 

久保農業委員   そうです。 

 

議  長     鈴木課長、お願いします。 
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鈴木（環境・地域エネルギー課）課長 いわゆる業者さんへの対応というのは、今のところ何

もない状況です。まさにこの条例をつくることによって、事業者さんが結

局セールスでいろいろと買い集めをし、そして事業を行うということだと

思うんですけれども、その買い集める方と、もし発電事業を行う方が違う

場合もありますし、いろいろな場合があるかと思いますが、最終的にこの

事業を行う方がこの条例の申請をしなければいけないということになりま

す。 

         これまで、固定価格買取り制度が４０円とか４２円という時代に、わっと

事業を成立させようと思って、申請はしたものの、なかなか進まないとい

うものがございましたが、それ自体も、もう案件としてはきれいになくな

っているはずですので、今後、新規に今の価格で釣り合うものしか多分上

がってこないだろうとは思います。それでも、多分、四賀のほうにはいっ

ぱい話があるなというふうに思っております。 

         それについても、こういうような条例を制定することによって、ある程度

の抑制効果は現れるかもしれませんし、そうはいっても、一緒にやろうと

いうところがあるんであれば、一度検討していただくというのもあるかと

思います。 

         ただ、それは農地であることは厳しい。できませんので、やっぱり転用し

ないといけないということだと思います。私も、もう農地をわざわざ転用

してまで太陽光を造ってほしいなんていうことは思ってはいません。でき

るだけ農地は農地のままでやっていただきたい。できるだけ農地のままや

れるんであれば、可能であれば、営農型太陽光みたいなものもあるのかも

しれませんが、基本は農地は農業をやっていただく場所だと。山林は、や

はり木を切ってまで太陽光は造らせない。そういうようなスタンスで、一

応この条例はつくったということです。 

 

久保農業委員   さっきも言いましたように、独断と偏見で、農地の場合、農業委員として

私は許可しませんよって口頭で言っているんですね、その持ち主に。地主

に。だけれども、現物、現実見ると、あんな山の中に１か所だけ、一応地

目が農地となっているの、今回も調査しろというのが来ているのを見ると、

無理だよなっていうのが本音なんですが、多分農地から外すと、可能性あ

るんですね、太陽光に。だから、それを、難しいところがあるんですよね。

農地としてはもう無理だろうと。しかし、除外したら、間違いなく太陽光

だなと。どうしましょう。 

 

議  長     ただいまのご意見も踏まえまして、じゃ農地法の関係から、川村補佐から

一言いただきます。 

 

川村局長補佐   すみません、少しお時間借りまして、私のほうからは、この条例と農地法

の関係性についてご説明させていただきます。 

         ２４ページ、横判の別紙の１を使ってご説明させていただきます。 

         まず、現在はどうかというところですが、現在、太陽光の施工については、
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１，０００平米を超えるものについては届出制になっています。いわゆる

許可制とかではなく、届出制という形です。かつ、申請の順番というと、

届出制で強い力がないもので、実情は農地転用の申請があった後に届出を

する人はするといったような状況になっています。 

         ただ、ここのポイントが、④の先ほども出ましたけれども、最初の事前申

請があって、住民説明、こういったところがありますので、農地法の中で

は、ご承知のとおり、周辺農地への影響があるかないかというところが重

大であって、住民説明までは求めておりません。そういったものが、この

条例を施行することによって、事前にクリアというか、指導できる。そう

したところがまず１点目です。 

         それと同じ行で、最後から２番目、定期報告というものがございます。営

農型太陽光ですと、皆様にもご審議いただいていますが、毎年１回、作付

を含めた中で状況報告するという形になっておりますが、これが常設型の

太陽光になった場合に、施工後に完了届が出てしまうと、もう農地法の手

から離れてしまいます。松本市みたいに雪が多いようなところは、降雪に

よって、その太陽光が壊れてしまう。あるいは大雨や災害によって壊れて

しまった場合でも、農地法からは指導ができません。 

         かつ、現在の太陽光、土地の所有者と上物を分けて、上物は別の人という

のがありますが、農地法許可後には、エンドユーザー、いわゆる最終的な

所有者が分からずじまいで、最悪のときには破損したものによる周辺農地

への影響が及ぼすおそれがあると。こういった場合について未然に防ぐこ

とが、この定期報告によって解消できるといったメリットもございます。 

         最後に、もう一点ですが、⑤の実効性の確保、５における公表の最後のと

ころに、できる規定なんですが、従わない者の氏名等を公表することがで

きる。こういったときに、農地法とは関係ないかもしれませんが、公表さ

れるということは、信頼性が大分落ちると。そうすると、資金面、金融機

関からの借入れ等、これがストップするおそれがある。そうすると、開発

自体もいかがなものかというような形が出てくる可能性が非常に高いと。

こういったところからも、悪質なものが排除できていくんではないかと、

このように考えておりますので、農地法の観点から一言付け加えさせてい

ただきました。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         今、それぞれトータルでご説明申し上げましたけれども、質問、ご意見等

ありましたらお願いします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     よろしいですかね。 

         じゃ、２つのポジション、よく連絡取り合っていただきながら、健全ない

いものをぜひお願いしたいというふうに思います。 
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         それぞれ集約をいたします。 

         本日ご出席の委員全員にお伺いしますが、本件については了承いただける

という委員は挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は了承されました。 

         次に、協議事項イ、令和５年度松塩筑安曇農業委員会協議会農業功績者等

表彰候補の推選についてを議題といたします。 

         事務局から説明をお願いいたします。 

         草田係長。 

 

草田係長     ３２ページになります。 

         まず、要旨ですが、この協議会の表彰規程に基づき、地域農業振興等表彰

者の推薦を行うに当たり、その推薦方法等について協議をお願いします。 

         表彰者枠についての申合せ事項です。地域農業振興等功績者は、松本市か

ら３名または３団体となっています。 

         （２）農業委員永年勤続功績者については、本年度は該当者はおりません。 

         ３、推薦方法ですが、事務局の方針としては、過去の推薦経過に基づき、

市内２１地区から３地区を選定し、各選定地区内から１名または１団体を

候補者として推薦していただきたいと思います。 

         （２）推薦候補地区の案ですが、四賀地区、内田地区、入山辺地区とさせ

ていただいています。こちらにつきましては、別紙１をご覧ください。こ

れまでの経過から、この３地区を候補地区として選定させていただきます。 

         候補地区につきましては、お忙しいところ申し訳ありませんが、来週中に

はこの人がいそうだ、この団体がありそうだといった目星をつけていただ

きたいと思います。もし適当な候補者が見つからない場合には、別紙１の

経過から、芳川地区や新村地区も含めて考えていきたいと思っていますの

で、１０月１１日ぐらいまでにはご連絡をお願いします。 

         （３）推薦方法ですが、別紙様式２、功績調書の提出をお願いします。ま

た、個人の場合には、別紙様式３の履歴書の作成、団体の場合には、履歴

書に代えて活動状況が分かる書類の添付をお願いします。別紙様式２の功

績調書の下に注意書きに記載されていますので、よろしくお願いします。 

         提出期限は、来月の総会、１０月３１日によろしくお願いします。 

         参考資料として、過去の受賞者記録を添付していますので、参考にしてく

ださい。 

         説明は以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま事務局から説明がありました。 

         これより質疑を行います。 
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         発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、集約いたします。 

         本日ご出席の委員の皆様全員にお伺いしますが、本件についてご了承いた

だける委員は挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は了承されました。 

         ３地区の農業委員、また推進委員の皆様は、候補者を選定をよろしくお願

いいたします。 

         次に、協議事項のウ、１０月を活動強化月間として取り組む新規就農者声

掛け運動についてを議題といたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         草田係長。 

 

草田係長     ４０ページになります。 

         こちらの取組については、基本的には委員の皆様が日頃行っている活動を

引き続き行っていただければいいと思いますが、今年度の最適化活動の目

標として、１０月に新規就農者声掛け運動を取り組むこととになっていま

すので、協議をさせていただきます。 

         ３、具体的な進め方の案ですが、日常の最適化活動の延長として新規就農

者に声をかけ、営農状況を確認するなど、定着に向けた活動を推進したい

ということです。 

         令和元年度以降の新規就農者の一覧を別紙で添付していますので、参考に

していただきたいと思います。こちらは個人情報が含まれていますので、

取扱い注意ということでお願いします。 

         （２）声をかけていただいた結果として、必要に応じて以下の支援をして

いただきたいと思います。例えば、規模拡大の話があれば、マッチングの

推進をしていただいたり、補助事業の問合せがあれば、農政課につないで

いただくというものです。 

         新規就農者の考え方ですが、新規就農者が少ないとか、不在の地区もあり

ます。別紙の就農者一覧に限らず、親元就農者、定年帰農、女性農業者な

ど、新規就農者の対象を幅広く捉えていただきたいと思っています。 

         活動目標ですが、お一人の委員については一人の農業者に最低声をかけて

いただきたいと思います。 

         １０月が活動強化月間としていますが、お忙しい場合もありますので、別

の機会に実施していただくなど、柔軟に対応していただきたいと思います。 

         活動記録簿への記載については、新規参入促進者へのフォローアップ等、
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新規参入促進の欄に報告していただければと思います。 

         説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありました。 

         これより質疑を行います。 

         発言のある委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     よろしいですかね。これはやってみようということであります。 

         なければ、これより集約を行います。 

         本件は推進委員の皆様も含めまして全員の方にお伺いしますが、本件につ

いては、ご了承いただけるという皆様は挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は了承されました。 

         委員の皆さんは、できる範囲の中で取り組んでいただくよう、ご協力をよ

ろしくお願いします。 

         続きまして、報告事項に移ります。 

         アの令和５年度第２回松本市における農業経営改善計画の審査結果につい

てを議題といたします。 

         事務局から説明をお願いいたします。 

         田村主事。 

 

田村（農政課）主事 農政課の田村と申します。 

         私からは、令和５年度第２回松本市における農業経営改善計画の審査結果

についてご報告いたします。 

         資料の４６ページから４７ページをご覧ください。 

         そして、まず初めに資料の訂正をお願いいたします。 

         資料４７ページの（２）番、再認定者一覧の表中、整理番号６番になりま

すが、経営体の種類が「個人」となっておりますが、正しくは「共同」と

なりますので、訂正をお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。 

         それでは、報告事項に移りたいと思います。 

         まず、認定農業者制度の概要は、資料４６ページ、２番のとおりとなりま

す。 

         また、複数の市町村で営農を行っている者については、長野県知事及び農

林水産大臣が認定を行っております。長野県知事及び農林水産大臣が認定

した該当者については、年度末にまとめてお知らせいたしますので、よろ

しくお願いします。 

         次に、認定基準ですが、松本市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的
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な構想が令和２年４月９日に告示され、所得目標が見直されました。数値

については、資料のとおりとなります。 

         審査方法については、原則年４回審査を行い、第三者組織に当たる松本市

農業支援センター内の経営改善指導班に意見聴取を行い、認定するもので

す。 

         今回の松本市長が認定した農業経営改善計画の認定者につきましては、新

規が個人２件、法人１件の計３件、再認定が個人５件、共同１件の計６件

となります。 

         以上９件について、全件承認されたことをご報告します。 

         以上です。 

 

議  長     ご苦労さまでした。 

         ただいま農政課から説明がありました。 

         これより質疑を行います。 

         発言のある委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、本件については、ただいまの説明のとおりですので、ご承知お

きをお願いいたします。 

         次に、報告事項イ、令和５年度第２回青年等就農計画の審査結果について

を議題といたします。 

         農政課から説明をお願いいたします。 

         小原主任。 

 

小原（農政課）主任 農政課の小原と申します。 

         ４８ページをご覧ください。 

         今年度第２回青年等就農計画の申請につきまして、１件、指導班処理審査

の結果、適当と認められ、認定しましたので、報告するものです。 

         制度の概要につきましては、２番に記載のとおりです。要するに、４５歳

未満の青年の方、その５年後に所得２５０万円を目指す計画、その計画が

達成確実かどうかというところを基準としています。 

         今回の認定者なんですけれども、一番下の３番のところに記載があります。

○○○○さんという方で、ご住所は安曇野市の方なんですけれども、地区

とすると、畑が波田に５反歩、梓川に７反歩で、主な作物はリンゴとなり

ます。新たに農業経営を開始するんですけれども、この方は親族からでは

なくて、第三者の方からリンゴの経営を継承して、就農するということに

なります。 

         該当地区の委員の皆様には、新規就農者の経営確立に向けまして、サポー

トいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

         私からは以上です。 
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議  長     ありがとうございました。 

         ただいま説明がありました。 

         これより質疑を行います。 

         発言のある委員の方は挙手をお願いいたします。 

         塩原至委員、いいですよね、そういうことで。サポートをお願いします。 

 

塩原（至）農業委員 はい。 

 

議  長     なければ、本件については、ただいまの説明のとおりですので、ご承知お

きをお願いいたします。 

         次に、報告事項のウ、主要会務報告並びに当面の予定についてを議題とい

たします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         草田係長。 

 

草田係長     ５０ページをご覧ください。 

         当面の予定の説明をさせていただきます。 

         当面の予定ですが、１０月４日に意見書提出になります。先ほど申し上げ

ました役員の方、よろしくお願いします。服装は上着、ネクタイ着用にな

ります。よろしくお願いします。 

         １０月１０日から１１日、長野県１９市農業委員会協議会会長・事務局長

合同会議が飯田市で開催されます。会長と事務局長が出席します。 

         １０月２４日、農地転用現地調査は、武井委員と中川委員です。よろしく

お願いします。 

         また、１１月の話になりますが、１１月１０日に意見書の懇談会と懇親会、

１１月２１日に長野県農業委員会大会が予定されています。１０月の議案

発送時に出欠確認のものも同封しますので、よろしくお願いいたします。 

         また、１１月の定例総会なんですけれども、当初、１１月３０日の木曜日、

午後１時半からという予定でしたが、同日に全国農業委員会会長代表者集

会が東京都で開催され、会長がそちらに出席する必要があるので、１１月

の定例総会を１１月２９日の水曜日、午後１時半に議員協議会室で行いた

いと思います。また来月の総会でもこの場面で説明させていただきますが、

１１月３０日の定例総会を１１月２９日の水曜日の午後１時半に変更した

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

         説明は以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         主要会務報告はご覧のとおりです。 

         今、それぞれ事務局から説明がありました。 

         皆さんのほうからご質問等ありましたら、お出しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 
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議  長     よろしいですか。 

         またご承知おきをいただきたいと思いますし、またそれぞれ皆さんにご協

力願わなきゃならない場面出てまいります。何分ご理解の上、ご協力よろ

しくお願いいたします。 

         以上で報告事項は終了いたしました。 

         続きまして、その他の項目に入ります。 

         最初に、地域計画と全国農業新聞の購読についてを長野県農業会議から説

明をいただきます。 

         事務局から紹介をいたしますので、お願いいたします。 

 

草田係長     本日はお忙しい中、長野県農業会議農政・農地部の小林部長と総務・情報

部の山際部長代理にお越しいただきました。 

         小林部長からは、地域計画の策定と目標地図素案作成についてお話しいた

だきます。 

         ８月２１日に開催された地域計画策定推進研修会に会長、代理と一緒に出

席させていただきました。その中で、小林部長に講演をしていただき、今

後の地域計画策定に向けた協議と目標地図素案の作成に関して、有益な内

容だったものですから、当農業委員会としても、この事業について理解を

深めたいと思っております。説明をお願いして、お越しいただきました。 

         スクリーンを使ってご説明をしていただきたいと思っています。準備に少

し時間がかかりますので、少々お待ちください。 

 

小林（長野県農業会議農政・農地部）部長 どうも皆さん、お疲れさまです。私、長野県農業

会議の農政・農地部の部長をやっています小林と言いますが、よろしくお

願いします。 

         日頃、長野県農業会議の業務に対しましていろいろご協力いただきまして、

大変助かっております。 

         また、農地の最適化の活動、国のほうから見える化ということで、それぞ

れの各委員さん方が日々行っている最適化活動についても、記録をお願い

したいという、無理といいますか、それを皆さんに知ってもらいたいと考

えておりますので、最適化の活動の継続、また記録につきましても、引き

続きお願いしたいと思います。 

         では、今日、貴重な時間をいただく中で、現在、長野県、もちろんオール

ジャパンで取り組んでいます地域計画の取組の関係、若干時間をいただき

ましたので、少し飛ばしながら話をさせてもらいます。 

         基本的に、もう農業委員さん、推進委員さん皆様、今回のこの地域計画、

どういうものをつくっていくかということについては、きっと概略お分か

りだろうということでございますので、私のほうから、今日は現在、この

長野県、また松本市の状況、そして１２年後、どういう状況が今後来るだ

ろうというところを知ってもらいたい。そういう中で、地域計画って必要

だよねっていうことを知ってもらいたい。その中で、農業委員会の役割と
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して、実際に２つの役割がありますよという話、それとどういうふうに向

き合っていく必要があるのか、これは農業委員会ももちろんですが、農業

関係者、また地域の農業者の皆さんに考えてもらいたいもの、あとまとめ

としてやっていきたいと考えております。 

         まず、簡単にご質問です。１２年後、皆様は何歳でしょうかというもので

す。それと、実際、今、農業をやっていると思いますが、１２年後も農業

を頑張っていらっしゃいますよねということで、この質問を出させてもら

いました。１２年後、あなたは何歳でしょうかというものです。 

         それぞれの資料ありますけれども、これ、長野県の現状、２０２０年、２

年前でございますが、この基幹的農業従事者、専ら農業を一生懸命やって

いるよという方、長野県では５万５，０００人いますというものです。 

         年齢構成を見ますと、幅広い方々、頑張っています。もちろん中心は６０

歳以上のベテランの皆さん、もちろん定年帰農で入った方もおいでになり

ますが、もう百戦錬磨の皆様が一生懸命この長野県の農業を担っていると

いうのがここで分かります。 

         年齢構成からすると、７０歳以上が６割です。こういう状況となっていま

すというところで、課題がこの赤いところ。１２年後。なぜ１２年後か。

この地域計画というのは、来年、再来年、２年後につくります。そのとき

の１０年後を想定していますので、じゃ１２年後を考えますと、この７０

歳以上の方、今、長野県３万２，０００人います。６割います。この皆さ

んが全員８５歳になってしまうと。皆さんもご承知のとおり、長野県の平

均年齢、男性は８２歳、女性は８７歳です。そう考えると、今この年齢構

成からいっても、この８５歳の方々が今と同じように頑張ってこの長野県

の農業を引っ張れるかというところが大きな課題です。 

         これがちょっと見やすくしたもの。現状これ、５万５，０００人。これは

１０年前から２割減ってしまっています。１２年後、１０年間で２割だっ

たものが、今の数字、何も対策を講じられない場合であると、６割減っち

ゃいますと。これが長野県の現状です。 

         じゃ、松本市さんはというと、これです。やはり似たようなもんです。７

０歳以上の方が６割にほぼ近いところ、５割ぐらいかなと考えると、５割

の皆さんが８５歳に１２年後なってしまうと。そう考えると、１０年前、

２０１０年には６，０００人の方々が、もう基幹的農業従事者、主に農業

を一生懸命、地域を引っ張って、自分の経営もやっているよという方が３

割減っています、松本市は。長野県は２割です。この状況で今、頑張って

いる。１２年後、さらに６割減ります。２，０００人弱で、この広い松本

市の果樹から野菜から、そういう田んぼも含めて、それらをこの皆さんが

専らやるという状況になっています。ということは、これまで少しずつ減

ってきたのが、今後１０年で大幅に減るというのが間違いなく来るだろう

というのが想定されます。 

         もちろんこれ、減る人数に応じて、多くの方が入ってくるかというと、非

常に難しい。全国的には、いわゆるサラリーマンは６５歳定年が当たり前

になってくると。そう考えると、非常にこの農業に従事する人、減るだろ
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うというのがあります。 

         こういう状況の中で、じゃ過去にないほど激減しちゃうというのがもう目

に見えている。その中で、じゃ備えよ。備えというのは、地域で一体どう

するんだよというところの備えになります。それが今回、地域計画です。 

         これからもどんどんと減ってくるという状況の中で、不在地主も増えてき

ている。相続放棄、もちろん自分の息子さんは東京にいる。都会にいるよ

という方も多いと思いますが、こういう状況の中で、やはり地域の農業を

どうするんだいということをこの農業関係者、もちろん地域の農家の皆さ

んにも十分知ってもらう必要があるということで、この地域計画というも

のがスタートを切っているという背景がございます。 

         もう皆さん知ってのとおり、これまで地域計画の前に人・農地プランがあ

りました。人・農地プランは、将来の農業の在り方をつくってきました。

松本市さんもちゃんとあります。今回の地域計画には、その計画に新たに

目標地図、願わくは１筆ごとに一人一人の名前が入ればいいね。これをや

ることによって、地域の守るべき農地をしっかりと次の時代にバトンタッ

チするためにも続けていくというものがあると。 

         地域計画の内容、これはもう皆さん承知のとおり、３つの柱がございます。

地域の将来の農業の在り方。どの農地を守っていくか。そういうものをつ

くる中で、実際に内容的なものは何をつくるか。担い手にどの農地をどれ

だけ集約するか。こういうものをつくっていくというものです。 

         実際、松本市さんはどんどんと、一斉というよりは、もうできるところか

ら始めているというふうに聞いていますが、もう既にこれで９月終わりま

すんで、実際、令和６年度末までにこの地域計画というのは松本市はつく

らなきゃいけないということになっております。その松本市がつくるべき

地域計画には、農業委員会としての新たな役割が来ているとういことにつ

いては、もう承知のとおりでございます。 

         地域計画をつくっていく中で、もう人・農地プランでしっかりとした作文

といいますか、この将来の松本市の農業はこういうものだというものがつ

くられていますが、やはり作文も必要なんですが、いかに自分たちの地域

の農業をどうしていきたいか。それに対して自分たちは何が協力できるの

か。何をやらなければいけないのか。そういうものを皆さん、農業関係者、

住民の皆さんも含めて、方向性を共有しなきゃいけないというものであり

ます。 

         農業委員会の役割は２つ。まず、目標地図の素案をつくりましょうと。地

図をつくるべきは、どこから、１０年後、どの筆を誰が作るかという素案

をつくりましょう。それと、地域の話合いに出て行きましょう。出て行っ

て、目標地図の素案をつくるのは農業委員会の役目です。もちろん意向把

握する方法とすれば、農業委員会だけでもいいですし、農業委員会プラス

農協の部会が持っている情報、そういういろいろな情報をまとめて意向を

把握して、目標地図をつくります。の素案をつくります。それを持って地

域の話合いに行って、うちの集落、今現在、こういうふうに作っているけ

れども、実際に１２年後、将来こういうふうになっちゃうというものを、
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話合いをどっと盛り上がるといいますか、現状を把握して、自分たちの地

域どうするんだいというものを話合いになるように盛り上げてもらいたい

という役割がございます。 

         ここにも書いてあるとおりでありまして、これまでの人・農地プランでは、

担い手という規模の大きい方々に農地をしっかりと管理してもらうという

ところですが、先ほどのとおり、激減してしまうという状況の中で、農業

を担う者として、中心的な担い手の方等を含めて、兼業農家、半農半Ｘ、

こういう皆さんも含めて、農地を守っていこうということ、こういうもの

をつくりましょうというものであります。 

         ここに書いてありますが、１０年後、誰にこの農地を守ってもらうという

のをつくるんですが、それは予約でも成約でもない。ただし、その方向で

地域でその農地を権利設定を今後していこうというものです。 

         イメージはこういうものですね。各地域、これまで全ての農地を守るとな

っていたんですが、守るべき農地はどれだ。その守るべき農地については

目標地図をつくっていきましょうというものです。 

         現状、各地域の農地については、様々な方がいろいろなものを作っていま

す。それを、１０年後、どういうふうに使うんだいということを聞いたと

ころ、例えば拡大が３名、縮小は１７名、現状維持は１６名というように、

現状ばらばらなんだけれども、それを意向を把握して、それを色分けして

落としてみると、こうなりますと。課題は、縮小の黄緑色、これをどうす

るんだいと。これを意向把握をした中で、もし規模拡大したい方について

は集めていこう。これらを含めて、地域の話合いの起点の材料であるとい

うことで、これらを目標地図の素案として作成してもらってもいいですし、

さらにこのあらあらの素案、この素案に実際、地域活動、もちろん農業委

員さん、推進委員さんとして様々な新しい情報が入ってきています。それ

らの情報を意向把握のものに少し上がけしてあげる。そうすると進化しま

すよね。少し進化したこういうものをつくっていきましょうという、これ

でもいいです。 

         基本的に、国は最初から立派なものをつくれとは全然言っていません。最

初は低いかもしれませんが、どんどんトーン下がっていますが、やはり必

要性は、さっきのとおり激減してしまうということの中で、農地利用を考

えるということはとても重要となります。 

         現状の中で、意向を把握して、素案ができました。素案を基に話し合った

ら、素案のまんまでいいことになれば、これが目標地図であります。ちょ

っと地域で話合いをした中で、新しい情報があれば、そこで集落の中でも

うちょっと進めてもらって、できました。それを基本的に毎年毎年話合い

をして、１０年後、理想となる目標地図を見直ししていきましょうという

ものです。これが理想のものです。最初のものです。 

         担い手に集めましょう。それ以外は、兼業農家の方、今頑張っている方、

そういう方々をちゃんと入れ込んだ中で、どうしても誰もこの農地は使え

ない人は、「今後検討」という言葉を使っていいですよということです。 

         次に、地域の話合いであります。 
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         地域の話合いには、もう担い手の方だけを集めた。地域が例えば水田の地

帯であれば、担い手の方だけ集めて目標地図をつくるという方法もありま

す。ですが、果樹園とか野菜とか、そうなると、いろいろな方が作ってい

るだろうということが想定されますので、できるだけ多くの方に集まって

もらって、話合いを進めましょうというものです。 

         課題は、担い手がどんどんいなくなるということの中で、取りあえず今の

段階ではこのようなもので、担い手がいないという場合、ほかの地域の担

い手に来てもらうとか、じゃうちは有機農業でちょっとやってみようか、

そういう皆さんを市の農政課、また農協とも連携した中で、そういう皆さ

んをうちの集落で有機農業をやってもらう。信頼のおける企業に来てもら

う。このような方法で、できることあるのかないのか。どうしてもいなけ

れば、地域のみんなで何か営農集団をつくったらどうだろうというものも

あります。 

         もちろん話合いをしていく中で、もう集落の皆さんいないと。どうしよう

もないとなれば、もう諦めて何もしないというほうもあって全然問題ない

と思っています。なければいいんですがね、諦めて何もしないとういこと

もできます。 

         地域計画、ここで始まったわけですが、やはりどう考えてみても最後のチ

ャンスだよと。これが最後のチャンスということであれば、実際、各それ

ぞれの、これね、農業者の皆さん、農業関係者の皆さんに問うものでござ

いますが、どれを選びたいか。忙しいからできるだけ計画づくりに関わり

たくない。少しだけ体裁を整えて、もう計画をつくればいいんじゃないの

というもの。それと、大変なんだけれども、自分たちができる範囲でしっ

かりとした計画をつくりたいんだという方もおいでになりました。忙しく

て大変なんだけれども、みんなで協力した中で、共感できる計画をつくり

たい。できれば皆さん、このＣになれば一番うれしいかなと思っています。 

         やはりみんなで協力。みんなで協力というのは、農業者の方、また農協と

か、県とか、そういう関係者も含めた中で、計画をつくっていくのが一番

いいだろうと。その中で、これはもうつくるのは役場、市役所と。市役所

に全部丸投げするもんではなく、やはり自分たちが何ができるのか。それ

ぞれ自分たちの強みを生かせるところをしっかりと協力した中で、この計

画をつくっていく必要があると思います。 

         協力の例としますと、やはりこれ、地域計画だから、皆さん集まってと言

っても、なかなか集まらないはずです。ですが、市町村の方から、会議、

いつ幾日やるよという連絡が行きます。農業委員さん、推進委員さん、声

かけをしてもらって、いつ幾日話合いやるよというのを話をしてもらう。

農協ももちろん同じです。部会の役員さん、農家の方にいつ幾日集まり、

公民館でこの地域計画やるよという声かけをしてもらう。土地改良区のほ

うからも言ってもらう。こういう関係者の方から協力して出席をお願いす

る。お願いされた人は、市役所から言われて、農業委員さんから言われた。

推進委員さんから言われた。農協のほうからも言われちまったよとなれば、

出て来ますよ。ぜひとも多くの方にこの地域計画の重要性、必要性、それ
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を知ってもらって、話合いをしてもらう。 

         大事なことは、自分たちの集落、地域、どういうような状態であるか。そ

の中で、地域計画をつくっていかないと、農業農村が廃れてしまうという

ことをしっかり知ってもらう。それと、何をしなきゃいけないか。これに

ついても共感してもらって、みんなで参加してもらうことが必要であると

いうことであります。 

         まとめになります。 

         地域計画については、集落の皆さんがありたい姿、それらをみんなで共有

した中で、じゃどうする、どういうふうにその農地を守っていく、そうい

うことをしっかりと共有した中でつくって、それが将来の礎となる計画に

なると。これがつくる今、最後のチャンスだということを再認識してもら

うということ。 

         これ、１０年間のうちに相当減ります。まだご高齢の方が地域を引っ張っ

ている方たくさんいます。そういう方々が一生懸命今、農業をやっている。

また地域の状況も知っている。そういう先輩方が頑張っている今が最後の

チャンスだという考え方で進めていってもらいたいと思います。 

         かつ、その農業委員会の関係者の皆さんについては３つです。将来に向け

て、農業上利用する農地はどこなのかということの検討を進めてもらいた

い。もうきっと検討を始めていると思います。 

         あとは、意向を把握して、地図化に向けてやってもらいたい。 

         市のほうからまた話合いをするということに通知が行った場合は、ぜひと

も参加してもらって、その地元の地域の農業、こういう状況だ。こういう

おそれがある。減って農業ができなくなっちゃうということも含めて話合

いに参加してもらって、市のほうで進める会議を盛り上げてもらいたい。

後ろからバックアップしてもらいたいというものであります。 

         一番大切なのは、地域の皆さんが自分だけの農地でなくて、地域の農業農

村、どうしたらよいか。どうしていきたいのか。その中で、自分たちがど

ういうことを協力できるのか。そういう方向性をしっかりと、これ一発で

はとても無理だと思います。さっき国が言ったとおり、少しずつつくり上

げてもらっても構いませんが、この計画は行政がつくったということにな

らないように、地元の皆さんが話合いでできたというふうになれるように

してもらいたいなというものであります。 

         資料２９ページ以降に、塩尻市さん、安曇野市さん、この松本管内の各市

町村の状況を載せてございます。どの市町村も、間違いなく激減するとい

うのが載っております。これで本当大丈夫かなというところもたくさんご

ざいますので、同じように、どの市町村も間違いなく今後この１０年の中

で農業を頑張っている皆さんが激減してしまう。そうなると、農地が荒れ

てくる。荒らしてはならない。やはり稼げる農業ができる農地については、

しっかりと１０年以降も使えるようにやっていく必要があると考えますの

で、こういうものも含めて、地域の皆さんに話をしてもらいたいと思って

います。 

         ２０２０年農林業センサスというのがあるんですが、これが各松本市の結



37 

構細かな旧村単位のデータもございますので、もし必要があれば、そうい

うものも使った中で考えていく必要があるかなと思っております。 

         以上、私のほうから、地域計画の背景ですね。背景と、いわゆる地域計画

を進めていく上で、地域の皆さんの共感を得ながらつくっていく必要があ

るということについて説明をさせてもらいました。 

 

山際（長野県農業会議総務・情報部）部長代理 お疲れのところをすみません。農業会議総

務・情報部の山際ですが、私のほうから、情報事業のお願いということで、

ご夫婦の写ったファイルをお配りさせていただきました。また会場が明る

くなった段階で、よく見ていただければと思うんですが、今、小林部長か

ら説明ございましたが、地域計画、非常に取り組む中で課題が松本市も多

いかと思います。 

         この全国農業新聞なんですが、全国各地の農業委員会の活動、様々な事例

が載っております。地域計画、農地利用最適化活動が載っておりますので、

購読されていらっしゃらない委員の方がいらっしゃるとお聞きしておりま

すので、ぜひお申込み、購読お申込みをお願いしたいと、本日はそのお願

いだけでございます。 

         この皆購読、全員の購読は、全国運動で取り組んでおりまして、すみませ

ん、別にこれ、１枚後で配ったんですけれども、またご覧ください。 

         全国運動で、全委員が購読しようということで取り組んでおります。現実

は、なかなかそうなっておりませんので、長野県、実はワーストの県にな

っておりまして、このように実際に各総会にお伺いして、皆様取っていた

だくようにお願いしているということでございます。 

         新聞は、通常の紙版、月７００円と、あと電子版、月５００円ございます。

パンフレットが入っております。青いのが通常の紙版でございます。購読

されてない方は、ぜひお申込みに書いていただいて、事務局へ提出をお願

いしたいと思います。 

         あと、時間がございませんので、飛ばします。１ページの２にございます

が、特別普及対策ということで、長野県独自の対策として、かなりお得な

キャンペーンを今、組んでおります。ご覧いただければと思いますが、月

７００円の新聞代金に対しまして、メリットがたくさんの対策でございま

す。 

         あと、３点目ですが、普及目標部数ということで、委員の方々にお仲間に

１人１部以上普及をお願いしたいということでございます。本年の最終締

切りが１１月２０日、これが全国の締め日になっております。やはり統一

日で、ゴールの日はこの日になっておりますので、総会となかなか合わな

いとは思うんですけれども、この日にお申込み、一般の方のお申込みをお

持ちいただきますようよろしくお願いいたします。 

         あとまた全国農業図書という専門図書もございます。事務局にお申込みい

ただければ、ご購読いただけるようになりますので、よろしくお願いいた

します。 

         情報事業、全国農業新聞、全国農業図書のお願いということで、以上であ
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ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま地域計画、また全国農業新聞についてのお話がありました。 

         この機会でありますので、時間も限られておりますが、皆様のほうから何

かご意見、ご質問等ありましたら、お出しをお願いいたします。 

         柳澤委員、お願いします。 

 

柳澤農業委員   大変分かりやすい資料でご説明、ありがとうございました。 

         ただ、おっしゃることはごもっともなんです、それは。ただ、現実に地域

計画に向けて話合いを始めてみますと、話合いをぼつぼつ始めているんで

すけれども、最初のほうにあった１０年後のどの筆を誰が耕作するのか。

この辺の話になったときに、正直言って、集まって、いや、私、１０年後、

私やってないよと、もう。じゃ、自分の子供はどうだって、いや、子供は

もうサラリーマンで仕事をしているから、多分農業やらないだろうと、こ

ういう意見が結構出てくるんですよね。 

         ですから、確かに地域計画を策定する場合に、その地図の中にこういうの

ありましたね。農業を担う者への集積が難しい農用地については、「今後

検討」等とするってあるけれども、「今後検討」っていうのが物すごく出

てきちゃうんじゃないかっていう気がするんですよ。それはそれでいいん

ですか。そこが非常に悩ましいことなんですよね。 

 

小林（長野県農業会議農政・農地部）部長 本当、もう既に地域の話合いが始まっているとい

うことで、非常に敬意を表します。 

         実際、まず答えからいきますと、「今後検討」でも構いません。その前提

として、地域の話合いの中で、先ほどゾーニングの話、ゾーニングを少し

触れちゃいましたが、いわゆるこれまで全ての農地を守ろうというものだ

ったんだけれども、これだけ減っていく中で、どの農地、どこら辺の農地

はしっかりと今後も守っていく必要があるというものを、地域の皆さんで

ここだけはどうにか守っていかなきゃいけないねというところはつくりま

す。つくるんだけれども、そこに名前が載らないことであれば、正直言っ

て、今現在やっている方々の名前を入れて、あとは「今後検討」、全然問

題ないです。 

         それは、地域の皆さんがこの農地はどうにか１０年後も守っていくんだと

いうことで決まった農地ですんで、その中は、基本的に「今後検討」でも

いいです。 

         もっと言うと、「今後検討」、そこに例えばＵ、Ｉターンとか、他県から

の新規就農者用に取っておきましょうというふうにより具体的に書いても

らって、そうなると、松本市さんも間違いなく新規就農者とか移住の方々、

こちらへ来て農業をやらないか、松本市へ住んでみないかいということを

やっております。そのときに、うちの集落はそういう方々を呼び込んで、

農業を一緒にやらないかいということでやっても構いませんので、「今後
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検討」、たくさんあってもらってもいいです。 

         言えることは、地域の皆さんがそれでいいんだということであれば、全然

構いません。 

         回答になるような、ならないようなで、これはね、私が住んでいるところ

が、私、豊田飯山インターのすぐ近くに住んでいまして、もう相当基盤整

備のないところに住んでいるんですよ。中山間地でありますし、今、農業

をやっているのは、私ともう一人いるぐらいで、あとはどんどん遊休農地

が増えています。 

         ただし、それはうちの集落のある程度メイン道路でありますので、これ、

うちの集落、中野市が地域計画を進めるというときに、きっとうちの集落

の皆さん、１０年後、小林もう仕事を辞めるし、じゃ小林にこの半分、も

う半分は誰かに、もう一人の人にやってもらうじゃねえかということを考

えると思うんですよ。そのとき、私はもう３枚ならいい。もう３筆ならや

るよとなれば、３筆を小林の名前にして、あとは「今後検討」、それでも

いいです。 

         あくまでも地域の皆さんがこの地域を残すんだとなれば、そっちは、残し

たところは、地域計画として計画をつくるし、地図もつくる。その中に１

筆ごとに名前が入るところは入れてもらって、入らないところは「今後検

討」。大いに結構ですので、それで進めてください。お願いします。 

 

柳澤農業委員   もう一ついいですか。 

         実は今年、いわゆる半農半Ｘでの農業をやってみたいという、そういう方

を私、４名面倒見ているんですよ。女性３名、男性１人と。ただし、皆さ

ん、今まで農業やってきたわけじゃないから、農機具もほとんど持ってな

いわけ。そうすると、野菜を作りたい、お米を作りたいといったときに、

こちらがかなり全面的にサポートしてきた実情なんですよ。そういう場合

には、新しく農業を始める人たちのそういう、機械なしでやれるというこ

とは今ないですからね。そういったところの支援体制っていうのは何か具

体的にあるんでしょうか。 

 

小林（長野県農業会議農政・農地部）部長 ありがとうございます。 

         実際に国のほうは、この地域計画にのっている方々、その営農を継続する

ために何らかの措置をすると。もちろん半農半Ｘ以外のこれまでの担い手

の皆さん、それはこれまでもしっかりと国の例えば補助金みたいなもので、

機械に対する補助できましたよね。課題は、兼業農家とか、半農半Ｘの皆

さん、これに対しても支援をすると言っているんだけれども、具体的な方

法はまだ見えていません。 

         ただし、今、委員さんおっしゃってもらったとおり、機械がないと、全部

スコップとくわと草かきで農業できるかというと、できませんので、そう

いうものはやはり国のほうから示してもらわないといけないと考えていま

す。 

         あとは、地域のアンケート、意向を把握する中で、これまで農業をやって
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いる方々が、もう機械使わなくなったから、じゃ農協に引き取ってもらお

うという方法もあるでしょうけれども、それをもし地域の中で就農する方

に使ってもらってもいいよという機械がもし出るのであれば、そういうい

うことも含めて、地域の皆さんの協力体制というのが必要になるかなと思

っております。 

 

議  長     いい。 

         じゃ、中川さん。 

         じゃ、お座りください。 

 

中川農業委員   端的に１つだけ質問させてください。 

         先ほどから地域の皆様、地域の皆様っていう言葉がありますが、具体的に

地域の皆様って誰のことを指すんですか。 

 

小林（長野県農業会議農政・農地部）部長 ありがとうございます。 

         これまで行政の反省点たくさんあります。先ほど人・農地プラン、実際に

これ、農業委員会の皆さんもとても携わったと思うんですが、地域計画を

知っている農家の皆さんってどのぐらいいるかというところで、これまで

も市町村とか、農政とか、いろいろな部署で何とか振興計画とか何とかビ

ジョンとかいうものをつくってきたんですが、それをしっかりと内容を理

解して、協力とかしますよというふうに言ってくれている農家の方ってい

うのは、ほぼゼロだなと私は思っています。 

         これは我々の反省もありますが、やはり国のほうでもつくりなさい、もし

くはこの松本市でつくろうって言っても、それは取りあえずつくった。も

しくは、場合によっては、ここもいけないんですが、絵に描いた餅なのか

もしれない。 

         今回のこの地域計画というのは、とある集落、とある地域の農地を正直分

けるんですよと。今後１０年後、しっかりと国の補助金とかも使って、こ

の農地を守ろうというところ、同じ地域なんだけれども、もうあんまり力

を入れないというよりは、正直言って見捨てるような農地、そういうもの

を分けることになります。そうなってくるときに、行政がつくった地域計

画というふうにならないようにしなきゃいけないと考えています。 

         地域の皆さんが自分たちの集落の農地をどういうふうにしたいのか。全て

守りたいのか。いやいや、あそこはもう冷たい水がかかるし、半分日陰だ

し、これは使いづらいというものであれば、それはもう、先ほどのしっか

りと守っていく農地じゃない方向でやる。そういうふうに色分けをしなき

ゃいけないし、じゃ地域の中でどういう農業をやっていくという方向性も、

この地域計画の中でつくります。 

         そういうものも含めて、地域の中で地域の皆さんがちゃんとこの計画を知

ってもらった上で、この地域計画というものを毎年毎年見直していくとい

うことを考えると、この地域の皆さんというのは、私、今、農業会議の職

員ですが、地元へ帰ると兼業農家の一人です。ただし、農業をやっている
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のは私ともう一人。あとは皆さん家庭菜園中心だとなってくると、家庭菜

園の方も含めて、私も含めて、一生懸命農業やっている方もいます。そう

いう方も含めて、我々みんなでこの自分たちの集落どうするかということ

を考えてもらいたいということで、地域の皆さんという言葉を使わせても

らいます。 

         あくまでも、これ、誰々つくったの。これ、松本市さんつくったんだよっ

てならないようにしたいという思いで、これを使っています。 

 

中川農業委員   そういうふうには動いてないですね、まだ地域でね。はっきり言いまして。

理想ばっかりおっしゃっているような気がして、私、すごく白けています。

そんなふうに動きません。動いていません。 

         地域の皆様、地域の皆様って言いますけれども、法律で義務づけられてい

るのは地域の皆様じゃなくて、行政が義務づけられているわけで、地域の

人、住民、兼業農家の人、小さい農家の人、こんな話何も知らないです、

実態は。実態ね。 

         あまり今のこの時期になって、来年度の３月というときになって、こんな

話をされても、理想ばっかりで、分かってますよとは言えませんよ。 

         それと、文句を言わせていただくなら、この目標地図ってありますよね。

こんなきれいな農地なんて、このタブレット見たら分かるんですけれども、

どこにも存在してないんです。これ、地図を描かれるんだったら、こんな

幾何学模様の正方形、長方形をこんなきれいな割った農地なんて、ただの

一つも存在していません。存在しているのは、中山間地域の矮小な傾斜地

の、もう何、山林だか、田だか、畑だか、そんなのが混在している三角形、

五角形、傾斜地、そういうところの地帯ですよね。それを、ぜひ目標地図

っていうふうにおっしゃるんであれば、そういうところをシミュレーショ

ンしてみて、何か表にしてください。 

         こんなふうにいくわけないというか、こんな農地ありはしないんですよ、

こんなの。こんなの地域の人に見せたって、こんなのあるわけじゃないと

か、一言で誰も見ない。白ける。なので、ぜひ、おっしゃることはよく分

かるんですが、理想ばっかりおっしゃっていないで、もうちょっとぜひ現

場に入られたらどうですか。 

         我々農業委員は、行政ですけれども、それから現場との間に入って、それ

から松本の場合は農業再生協議会というのがありますから、そこが一応や

るっていうことになっているんですけれどもね、なっているんだけれども、

なかなか現実、実態動いてないというか、動けないというような状態があ

るんですよね。そういう中で、地域の人とか、あまりそういうことをおっ

しゃらないほうがいいと思っていますので…… 

 

小林（長野県農業会議農政・農地部）部長 そうですね。今、委員さんからもそういうお話も

出ました。ただ、これを地域の皆さんが全く知らない中で進めていっても

何もならないもんですから、これを地域の皆さんにいかような方法でも構

いません。参加してもらって、この地域計画というものの中で、今回、さ
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っき言ったとおり、これだけ人が減ってしまうという状況を知ってもらっ

た上で、じゃ農地をどうするんだいというときに、じゃ誰が作るんだいと

いう話にきっとなると思います。そのときに、「今後検討」かもしれませ

ん。そこに名前が入るかもしれません。そういうものをやはりこの地域の

中でしっかりとつくった上で、皆さんで共有してもらう。 

         先ほど四角のとおりになるの、まず無理です。ただし、今作っている方が、

今のとおり、今後１０年私頑張っていく、私たち頑張っていくよというも

のについては、それはしっかりと載せていく。少しでも団地化しているよ

うな、すべきところがあれば、そういうところは載せてもらいたいという

ものでありますので、ちょっとこれ、実態とずれてしまうところがあると

思いますが、この地域計画というものが、考えていく最後のチャンスだと

いうところを捉えてもらって、ぜひとも行政がつくったというものではな

いように、地域の皆さんも参加した中で取り組んでいただきたいというも

のであります。 

 

議  長     あれですか。基本的には、お二方、我々の系統の責任というか、そういう

上部の方で、立案して、お二方が旗振っているわけじゃないし、その農政

の方向と現場の中間でもない。我々の農業会議という位置づけですので、

そこら辺、ご理解いただきながらお願いしたいと思います。 

         ほかに。 

         じゃ、矢嶋委員。 

 

矢嶋農業委員   私は稲作しかやってないんですけれども、人口減少と、それから米の値段

は、その関係で米の値段は毎年下がっていますね。これ見ていますと、や

る意味がなくなってきているんです。この辺についてはどういうふうに…

… 

 

小林（長野県農業会議農政・農地部）部長 切実なお話です。もちろん委員さん、稲作中心で

やっているというお話もございますし、例えばうちの集落の話を先ほどか

ら繰り返ししてしまっていけないんですが、うちは雪が多いところなもん

ですから、キノコ中心です。うちのすぐ隣の集落で、ちょっと大きめのキ

ノコ農家さん、ここで廃業しました。いかんせん農産物の価格形成という

ものがある。もちろん市場原理というのはあってしかりかなと思うんです

が、もう自分たちが、電気代上がる。経費みんな上がる。費用が上がる。

そういう状況があるにもかかわらず、スーパーの値段、買取りの値段は変

わらない。ましてやお米なんて下がってしまっているという状況が続けば、

これは地域計画そのものの前に、ちょっと農業経営、農家の支援しろとい

う声も確かにございます。 

         我々、この松本市の農業委員会もそうですし、そういう各市の農業委員会

のほうからも様々な要請をいただいています。まず筆頭は、農業経営の安

定。これだけ資材が上がっている中で、農業経営の安定がとても大事だと

いう要望が上がっていますので、そういうものについては、逐次、全国農
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業会議所を通じたり、場合によっては長野県の農政部に対しても要請活動

をした中で、足並みをそろえて、行政と足並みをそろえて国のほうにこう

いう窮地だということを含めて要請活動をしていく必要がありますし、そ

れをやって初めてこの地域計画というのはより具体的になるのかなと考え

ております。 

 

議  長     じゃ、矢嶋委員、お願いします。 

 

矢嶋農業委員   先ほど見させていただいて、非常に内容的には、理屈では非常にいいかな

というふうになるんですけれども、私たち農業委員、現実的に私の地域で

は２人、農業委員と推進委員ということで、平地ということでありますけ

れども、なかなか全体の中では、ＪＡのほうでも先ほどお話が出たんです

が、ビジョンという形でね。短期の３年、中期計画くらいで、それぞれの

地域、振興ビジョンつくってはいるんですけれども、実際に１２年後、人

口の減少は分かるんですけれども、ビジョンも、それも含めては、多分計

画は組んでいないということで、今後、自分のところの地域をどういう形

で農業振興していったらいいかということでＪＡのほうはつくっていると

思うんですけれども、実際におおむね多分変わらないだろうと。 

         じゃ、人口が減ったときに、例えば果樹、花、米、実際に携わる人がうん

と減ってくるわけですよね。そうなったときに、主に例えば果樹やってい

る地域だったら、半分になっちゃったで、じゃ誰作るんだいねっていう、

そういうような目標というような考え方で取り組んでいかなきゃいけない

と思うんですけれども、実際にそういうことをやるということになると、

うちの地域でも、１０くらいの農業を営んでいる人たちがいる集落あるん

ですけれども、その中へそれぞれ農業委員が入り込んで、話合いをやれっ

ていうことを多分言っていると思うんですけれども、現実的にそういうこ

とが農業委員さん全てできるのかなっていうのがちょっと疑問に感じます

し、当然そこの住民の方たちを集めるというと、町会長にお願いするのか、

その地区の農家組合長にお願いするのか、そこへ農業委員が１人で行って

説明して、その場で盛り上げて話合いがうまくできるのかどうかなってい

うのは、ちょっと心配なところであります。 

         それと、あと今の地域の中で担い手というのは幾つかあるんですけれども、

そこの代表の方がもう８０過ぎているとか、一遍そのこともあったもんで

すから、ちょっとＪＡの中でも話合いちょっと持っていたんですが、なか

なか一旦自分のかんだ農地の権利手放したくない。条件の悪いところは手

放したいということで、集積とかそういうことっていうのは、今の現状考

えると、なかなかよっぽど地域の将来を考えて、営農効率も考えてやって

いかないといけないんだけれども、現実を見ると、なかなか一旦つかんだ

権利は手放さないですね。条件のいい土地は手放さない。離れていても手

放さない。そこら辺も今後の課題かなと思っているんですけれども、それ

は粘り強くやっていくしかないと思うんですけれども、そこら辺の、先ほ

ど柳澤委員おっしゃったように、現実っていうのを考えると、なかなか地
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域計画の部分で、そこの細かいところまで入り込んで、認識してもらった

り、話合いを持ってまとめ上げるということが短時間では簡単にはできな

いというふうに考えておりますので、そこら辺のことをちょっと伺います。 

 

小林（長野県農業会議農政・農地部）部長 ありがとうございます。 

         私の説明不足もあります。まず、この地域計画を進める上で、地域の皆さ

んに集まってもらっての協議の場、話合いの場は、これ、話を進めていく

のは、基本的に松本市さんです。松本市が開催通知を出して、松本市の皆

さん、市の皆さんが、「今日は皆様お集まりいただきましてありがとうご

ざいました」という口火を切りながら、全体進行をしていくはずです。そ

こには農協の関係者もいるはずです。県の関係者もいるはずです。地元の

農業委員会の委員さん方もそこに出てもらって、そこにさらに地域の皆様

も参加した中で、私たちの集落、こういう状況になりますよというのを先

ほどの意向把握に基づく地図を見せながら、意向からするとこんなに減っ

ちゃうよ。こういうものはどうするということを農業委員さん、推進委員

さんのほうから話をしてもらって、これが話のきっかけになるという感じ

で、全体をまとめるのを農業委員さん、推進委員さんに全てを任せるとい

うことはならないと思うんですが、ちょっと今、松本市の農政の方がちょ

っとおいでにならないもんでいけないんですが、そうなるはずです。それ

がまず１つ。 

         あとは、実際に樹園地の関係で、樹園地の関係、１０年後を目標地図とす

る中で、国のほう、もちろん集積集約というものは望みますが、樹園地の

継承とか、樹園地をまとめるなんていうのは相当難しいです。 

         やるとすると、実は長野市の若穂というところ、リンゴの産地がございま

して、古くからの。それが相当遊休化してきてしまっている中で、この地

域計画始まる前に、地元の農業委員さん、推進委員さんが地元の皆さんと

連携して、多くのリンゴ園をばさばさ切ってしまって、切って、新たに新

わい化、高密植、そういう栽培方法を入れようということでやった場合は、

ある程度集約化できる状況。今の農地を動かさないで、そのままやるとい

うのは到底難しいと思います。その場合は、現状のまばらな状態でも、そ

れでも１０年後、各農地を誰が守るというのが分かるだけでも、全然問題

ないと思っていただければ結構でございます。 

         水稲とか、こういう集約化ができそうなものについては、極力集約化がで

きればいいかなと思っております。 

 

議  長     いろいろ時間もありますけれども、基本的には、それぞれ２１地区、１９

の地域計画立てるんですけれども、旗振り約は農政ポジション。それで、

我々農業委員会としては、傍観者であってはならんというのが今の趣旨だ

と思います。 

         それぞれ１９通りの地域計画は、それぞれの成り立ちと成り行きで完成形

をつくれば、令和７年まで、いいんですけれども、あくまで基本的には農

政ポジションがその旗を振る。我々は、決して傍観者であってはならない
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けれども、協力する。 

         もちろん素案は事務局中心に、我々はどういった具体的なものをつくって

いくかはこれから検討なんですが、その王道は王道ですし、それでこの前

も県の農政のポジションでやったが、いかにいっても県は傍観者的過ぎる

んじゃないかと。地域の出先だけに任せておいて、それでいいのかという

ところを、その働きかけを県内の市町村にガイドするべきじゃないか。そ

れで、農家に対してはその方法をするべきじゃないかっていうことも申し

上げた中での会議でした。 

         だで、本日は、その内容を理解していただいて、決して傍観者であっては

ならないということを、お互いに農政ポジションの行政と一緒に歩んでい

こうっていうことのその基礎の、今、小林部長の資料であったというふう

に理解していただければ結構です。 

         それが、各自発的な中で、もっと細かいことができれば、それにこしたこ

とはありませんけれども、全体の流れはそういうことですということで、

理解していただければというふうに思いますので、今日はこの辺で、もし

発言、それでもということがあったらお伺いしますが、その辺で、また嫌

なことは次に回します。 

         本当にそれぞれの農業会議のお二方、ありがとうございました。 

         王道はそれで間違いないですよね。はい。 

         ということで、ご了解いただきましたので、ぜひまたこれからこの話もい

ろいろ出てくるかと思います。またお二方にはそれぞれサポートをお願い

しますけれども、よろしくお願いします。 

         本日は本当にありがとうございました。 

         全国農業新聞の件、これも皆さん、全部取っていただいておりますので、

ぜひまたそれぞれ会員の皆さん、いい悪いは別として全員購読をお願いし

ます。 

         どうもありがとうございました。 

         それでは、ここで議事進ませていただきます。 

         それでは、活動記録のタブレット入力について、事務局から説明がありま

すので、もうしばらくお聞きください。 

 

中野局長補佐   事務局、中野です。よろしくお願いします。 

         まず初めに、タブレットの電源が入っていないサーバーを入れていただき

ながら聞いていただければと思います。 

         現在、委員の皆様には、毎月活動の報告をしていただいておるところです。

ありがとうございます。 

         活動の記録の報告は、毎月紙で頂いているんですが、１０月の活動分から、

お手持ちのタブレットを使っていただいて報告をお願いしたいと考えてい

るところです。 

         本日お配りしております資料に沿ってご説明をしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

         まず初めに、資料の確認お願いします。 
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         ビニール袋に入れてありますが、こちらの青い紙と、横長のマニュアルと、

あと活動の距離、何キロ車で動いたよというようなのを報告していただく

ような表を入れてあります。よろしいでしょうか。足りない方は、また手

を挙げていただければと思います。 

         この後、室内を暗くしまして、説明をしたいと思いますので、この後、担

当のほうから説明を差し上げます。お願いします。 

 

増澤主事     事務局の増澤です。入力の方法についてご説明をさせていただきます。 

         ちょっとお手元暗いんで申し訳ないですが、お配りしたカラーの資料の流

れをちょっと画面でやっていきたいと思いますので、画面のほうを見てい

ていただければと思います。 

         まず…… 

 

大澤推進委員   タブレットみんながやるんだから、明かりつけたって大丈夫ですよ。 

 

増澤主事     じゃ、明かりつけます。 

 

増澤主事     すみません。 

         まず、ログインの方法なんですけれども、画面上だと、２段目の右から２

つ目に三角形のドライブというのがあるかと思います。皆さんのタブレッ

トの中にも、どこかにこのドライブというのがありますので、それを押し

ていただきます。 

         開いていただくと、「共有」っていうフォルダーが、人のマークが右側に

入ったような「共有」というフォルダーが出てくる方は、それを押してい

ただいて、もしそれが見当たらないという方は、下のほうに「共有中」っ

てなっているここを押していただくと、共有しているフォルダーが出てく

るかと思いますので、見てください。 

         「共有」というのを開きますと、今度、またフォルダーとファイルが入っ

ていまして、「活動記録簿」というのがフォルダーが１つ、一番上のとこ

ろに出てきます。「活動記録簿」を押していただくと、階層が深いんで申

し訳ないんですが、１つファイルが入っていますので、そちらを開いてい

ただきます。 

         開いていただくと、ＵＲＬがそこにありますので、そのＵＲＬ、指で押し

ていただくと、ワンディスクシステムログインというところに入れるかと

思います。 

         そこまでは大体よろしいでしょうか。 

         ここから左側の「農業委員、推進委員の方」というほうのログインを押し

ていただくことになります。そうすると、現地確認アプリのほうで見慣れ

てきたかと思うんですけれども、ワンディスクシステムも同じログインの

ＩＤになりますので、現地確認のときと同じＩＤ、パスワードを入れてい

ただくようになります。 

         ｍｃ．ｎｏｕｉ番号＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍが基本形のメールアドレスと、
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あとパスワードが委員さんの番号が先に来て、ｍｃ．ｎｏｕｉがパスワー

ドになっているかと思いますので。よろしいでしょうか。 

         すみません、コードの入力の画面まで来ましたら、Ｇメールのほうにパス

ワードが来ますので、そのコード、６桁の数字になりますけれども、それ

を入力をお願いします。 

         すみません、ログインのできた方は…… 

 

柳澤農業委員   コード入力、もうここで全然進まない。 

 

議  長     中野補佐、流れだけやって、あとはまた後刻…… 

 

増澤主事     すみません、じゃざっと、この後、ログインした後だけまた説明させても

らってもよろしいでしょうか。 

         前の画面をご覧いただいて、ログインしますと、「意向把握」とか、「意

向管理」とか、「最適化活動」とかというふうに幾つか選ぶところがあり

ます。その中で、「最適化活動管理の活動記録簿を追加する」というタブ

を選んでいただいて、押していただきます。そうすると、一番上にご自分

の番号が出てくるかと思いますので、そこは一応自分の番号だなというこ

とを確認してもらえばそれで結構です。 

         日付を例えば今日って入力をしていただいて、活動時間、今日、例えば農

業委員会の総会に３時間出席したんであれば、三六、百八十分で、場所は

役場でやりました。項目として、どの項目で参加しましたかって、いつも

丸をつけていただくところの項目がただ並んでいるだけになりますので、

活動した記録の中身を選んでいただければと思います。 

         今回の総会について入れたいと思いますので、１番の１番、法令による活

動の総会・研修会というところを選択をします。そうすると、自然に入り

ますので、項目のところはそれで結構です。 

         総会ですとか、あとは地域の会議なんかに出席された場合には、どんな会

議に出席されたか、これだけではちょっと分からないもんですから、ここ

の会議名のところに「農業委員会総会」とかというふうに入れていただき

たいと思います。 

         活動の内容によっては、活動の相手方のお名前が入るようなところもある

と思います。新規就農者の方のご対応をされただとか、そういったところ

で活動の相手方の氏名入れていただくようなところがございます。 

         あとは、該当する項目にチェックをしていただいて、最後、「確認へ」と

いうところを押していただくような感じになります。 

         今回は総会の出席ということだけなので、本当に何月何日にどこで何時間、

どんな会議に出たというところだけで結構かと思います。 

         「確認へ」って押していただくと、入力した内容が出てきますので、誤り

なく入力できているかどうか確認をしていただいて、「登録」というふう

に押していただくと、「登録しますか」と聞かれますので、オーケーとい

うことで、登録していただければ、それで農業委員会総会に出席したとい
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う活動については登録ができたということになります。 

         日にちが同じでも、別の活動をした、例えば総会に出席したけれども、そ

の行き来の途中で農地の状況をちゃんと見回りしましたということであれ

ば、農地の状況を見回ったということもまた別途入れていただければと思

いますので、１日何件でも入れてもらって大丈夫です。 

         もし修正したいとなれば、「修正」というボタンもありますので、修正も

していただけますが、ずっと修正されると、事務局のほうで把握できなく

なりますので、総会のいつも提出の締切りが５日、翌月５日にさせていた

だいているかと思いますので、もしご自身で修正される場合には、５日ま

でということでお願いできればと思います。もしそれ以降、何か間違いが

見つかったとか、そういうことあれば、事務局のほうへ連絡いただければ、

こちらで修正することできますので、そういったことでお願いできればと

思います。 

 

柳澤農業委員   これ、あれですか。確認入れて、その後、送信か何か入れると、農業委員

会の事務局のほうに、もうそのままデータが飛んで来るんだよね。 

 

増澤主事     そうですね。農業委員会のほうの事務局の権限のＩＤで入ったところで登

録されたことが確認できるようになりますので。 

 

柳澤農業委員   活動記録簿のところに現地までの距離という条項があったと思うんですけ

れども、それはそこにあるんですか。 

 

増澤主事     これが入力していただくところがないもんですから、別で、今回一緒に同

封させていただいた距離だけ記録する紙が入っていますので、大変お手数

なんですけれども、活動をした距離に関しては、こちらの紙にご記入いた

だいて、総会のときにお持ちいただければと思います。 

 

柳澤農業委員   これは別にね。 

 

増澤主事     はい。 

         一応活動された日にちが入っていますので、日にちに対して距離とその内

容を丸つけていただいて、もし何か特記するようなことあれば、備考欄に

書いていただければと思います。 

         なので、これまで総会のときに活動記録簿を何枚も何枚も持ってきていた

だいていたと思うんですけれども、活動記録自体はタブレットで入力をし

ていただいて、距離だけこれを報告してもらうということでお願いできれ

ばと思います。 

         操作の方法なんですけれども、なかなか１回では難しいかなというところ

もありますので、またこちらへ来ていただければ、部屋も取ってあります

ので、こうやってログインして、こうやって入力してくださいというのは

ご説明も個別にさせていただきますので、ご都合のいいときに、事前にご
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連絡いただけますと助かります。 

 

議  長     よろしいですかね。 

         当面、紙媒体も並行してやりますので、捉われず、できるだけ早くタブレ

ットの移行をできるようにお願いします。 

 

議  長     いつまでも待ちませんので、というのは、できるだけ早く慣れてください。

それで、適当な時期に紙媒体での報告を打ち切りますので、ぜひ緊張感を

持って頭にとじてください。 

         いいですかね。これ、質問も何もありませんで、慣れたようにやってもら

うということになります。 

         農村支援センター資料をご覧ください。 

 

議  長     事務局から連絡事項。 

 

草田係長     お願いします。事務局から連絡事項お願いします。 

         来年の８月の改選に向けて、次期体制準備委員会の開催を予定しておりま

す。次期体制準備委員会の委員は、前回の改選時と同様、会長、代理、あ

と河野農業振興委員長、中川情報・研修委員長、それと各ブロック長とし

て、北東部は中條ブロック長、南部は丸山ブロック長、河西部は濵ブロッ

ク長、西部は橋本ブロック長、農業団体推薦委員の代表として、三村委員

にお願いをしたいと思っております。 

         今後の予定としましては、１１月の中旬から、地区センター長会や町会連

合会に推薦の依頼をしていく予定です。 

         それに先立ちまして、１０月１７日に第１回の次期体制準備委員会を開催

して、次期体制について協議したいと考えています。委員になられる方は、

お忙しいところ申し訳ありませんが、委員会への出席をお願いいたします。 

         本日の欠席の委員の資料につきましては、各地区でお持ち帰りいただき、

会議結果と併せておつなぎいただくようお願いします。 

         また、該当地区の委員に事前にお送りしました農地法申請書類の原本です

が、机の上にそのまま置いてお帰りください。 

         最後に、お車でお越しの委員は、駐車場の無料化処理を行いますので、お

申し出ください。情報・研修委員会に出席される方は、時間制限の関係か

ら、委員会の後で処理をお願いいたします。 

         以上であります。 

         私から、今、もう一点。今言いました情報・研修委員会、本会議終了後、

４階の農業委員会質ですぐに開催しますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

議  長     お疲れさまでした。 

         次期の体制の委員会、ここで集約しませんけれども、異議のある方いらっ

しゃいますか。構成、メンバー、内容。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     じゃ、これは承認いただいたということで、次期体制検討委員会発足しま

すので、それぞれご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

         以上をもちまして議事終了いたしました。 

         メニューたくさんで、どうも胸いっぱいですが、それぞれご協力感謝申し

上げます。ありがとうございました。 

 

15 閉  会 

 

 

  以上この議事録が正確であることを証します。 

 

              松本市農業委員会 

 

          農業委員会会長                         

 

          議事録署名人  ３番                      

 

          議事録署名人  ４番                      


